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第 10回健康日本 21全国大会開催概要

1.目 的
「健康日本21(21世 紀における国民健康づくり運動)」 を国民一人一人が主体的

に取り組む国民運動として普及、推進するため、広く国民、健康関連団体等の参加を得
て、生活習慣病の予防等の健康づくりに関する情報発信や様々な関係者の交流の場とす
ることを目的とする。

なお、第 10回大会となる今大会は富山県で開催することとし、子どもから高齢者ま
で、運動すること、食べること、休むことなど日常生活の基本を振り返り生活習慣病を
予防するとともに、地域の特性を活用して、より積極的な健康生活を実践し、元気にな

るきつかけづくりに貢献できるような大会を目指す。

2.対 象

国民一般、行政関係者t健康増進関係者、ボランティア団体、マスコミ関係者、医療

保険者、企業関係者等

3.メ インテーマ

「1に運動 2に食事 しつかり禁煙 みんなで健康 人が輝く元気とやま 1」

4.主 催

厚生労働省、健康日本21推進国民会議、健康日本21推進全国連絡協議会、富山県、

富山県健康づくり県民会議

5、 開催日時

平成21年 11月 11日 (水)13:00～ 17:00

6 内 容 (敬称略)

【会 場】富山県民会館 (富山市晰総曲輸 4番 18号 )

○オープニング :鼓弓演奏 (柴田 康夫)、 めぐみ幼稚園マーチングバンド演奏

○主催者挨拶 (厚生労働省、富山県ほか)

O講演 (中尾 和子 (健康大使、 トータルフィットネスコーディネーター))

○アトラクション :倉l作和太鼓と伝統工芸のコラボレーション (蜻蛉)

○シンポジウム :「地域の特性を活かした健康づくり」

コーディネーター  塚原 太郎 (厚生労働省大臣官房参事官)
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パネリス ト (50音順)

・ 青山 暁美 (管理栄養士、料理教室「キャロット」主宰)

・ 小野寺 孝― (富山大学教授 医薬薬学研究部医療基礎学域 )
・  鏡森 定信 (富山産業保健推進センター所長)

・  中尾 和子
´
(健康大使、 トータルフィットネスコーディネーター)

・  宮岸 裕美子 (富山県食生活改善推進員連絡協議会 会長)

○次回開催県からのメッセージ :愛媛県

○大会宣言 廣瀬 弘 (2008年全日本マスターズ陸上選手権 優勝者)

(関連行事)

・各種団体等による健康づくり活動紹介 (展示ブースの設置 )

参加者数 :約 1,600名



資料 2

健康 日本 21の最終評価のための検討会の設置について (案 )

平成 22年 2月 1日

1.設置の趣旨

厚生労働省においては、平成 12年より、「21世紀における国民健康づ くり運動 (健

康日本 21)」 を推進 している。「健康日本 21」 の運動期間は平成24年度までとされ、

今後最終評価を実施 し、その評価結果をその後の運動の推進に反映させることとされて

いる。

このため、健康日本 21最終評価のための検討会を来年度より設置 し、本最終評価に

かかわる作業を,概ね 2年間かけて行う予定。

2.検討課題等

「健康日本 21」 において策定された目標の達成状況、関係者における本運動の実施

状況を踏まえ、最終評価にむけた必要な作業を行う。

3.構成

専門家、有識者等により構成する。

4.その他

健康日本 21最終評価のための検討会の運営に関 し必要な事項は別途定める。
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資料 3

平成 20年国民健康 口栄養調査結果から見た現状と今後の取組の方向性

(平成 21年 11月 9日公表)

調査の概要

目  的 :健康増進法 (平成 14年法律第 103号)に基づき、国民の身体の状況、栄養

摂取量及び生活習慣の状況を明らかにし、国民の健康増進の総合的な推進

を図るための基礎資料を得ること

調査客体 :平成 20年国民生活基礎調査により設定された単位区から無作為抽出した

300単位区内の世帯及び当該世帯の1歳以上の世帯員

調査時期 :平成 20年 11月

調査項 目:[身体状況調査]

身長、体重、腹囲、血圧、血液検査、歩数、間診 (服薬状況、運動)

[栄養摂取状況調査]

食品摂取量、栄養素等摂取量、食事状況 (欠食、外食等 )

[生活習慣調査]

食生活、身体活動・運動、休養 (睡眠)、 飲酒、喫煙、歯の健康等に関する

生活習慣全般

※平成 20年の重点項目 「体型」、「身体活動・運動」、「たばこ」

(結果の概要については、第1部を「重点項目」、第2部を「基本項目」として整理)

調査結果のポイント

(1)体型について

一平成 12年以降、男性では、肥満者の割合の増加傾向が鈍化、女性では、肥満

者の割合が減少。一方、若い女性のやせの者の割合は横ばい一

・肥満者の害J合は、平成 12年以降の年次推移をみると、男性の 20～60歳代では肥

満者の割合の増加傾向がそれ以前の 5年間に比べ鈍化している。また、女性の 40

～60歳代では、肥満者の割合が減少している。一方、やせの者の害1合は、20歳代

の女性では、横ばいの状況にある。

・性・年齢階級別にみると、20～30歳代女性では、実測による BMIも理想とするBMI

も他の年齢階級より低い。

・肥満者の男性では29.8%が体重を減らそうとしていない。一方で、やせの女性では

126%が体重を減らそうとしている。

‐
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(2)身体活動・運動について

一運動習慣のある者の割合は、3害1に とどまっているものの、平成 15年に比べ、

運動習慣のある者や意識的に身体を動かすなど運動を行 う者の割合は増加一

・運動習慣のある者の割合は、男性 33.3%、 女性 275%であり、平成 15年に比

べ男女 とも増加 している。

・意識的に身体を動かすなど運動を行う者の割合は、男女とも増加している。
。日常生活の中で積極的に外出する者の割合は、男性の 40歳代及び 70歳以上、女

性の 70歳以上では増加している一方、外出することがほとんどない者の割合は、70

歳以上では男性 10.8%、 女性 13.5%と他の年齢階級に比べ多い。

(3)たばこについて

一平成 15年 と比べ、男女とも喫煙率が減少。やめたいと思 う者が男性で増加―

。現在習慣的に喫煙している者の割合は、男性 368%、 女性 91%であり、男女とも減

少している。

。現在習慣的に喫煙している者のうち、やめたいと思う者の割合は、男性で増加してい

る。

・現在習慣的に喫煙している者で 1日 21本以上吸う者は、平成 15年に比べ男性では

減少している。

平成20年国民健康・栄養調査結果の概要については、厚生労働省のホームページをご覧下さい。

oo/2009/11/hl哩 l html
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肥満者及びやせの者の状況
平成12年以降、男性では、肥満者の割合の増加傾向が鈍化、女性では肥満者の割合が減少。
一方、若い女性のやせの者の割合は横ばい。

(96N

35

l」三二
20～ 60歳代男
肥満者の密合

40～60歳代女性

肥満者の割合

22.5

モ |

食塩摂取量の状況 (20歳以上 )

(参考)「健康日本21」 の目標
成人の肥満者 (BMI≧ 25)の減少 目標値 :2060歳代男性 15%以下、40-60歳 代女性 20%以下
20歳代女性のやせの者 (BMIく 185)の減少 目標値 :15%以下

栄養口食生活

平成13年以降、食塩摂取量は、男女とも減少。
(υ
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(参考)食塩摂取の目標量  「日本人の食事摂取基準」(2005年版)
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朝食欠食の状況

劇 1李
30.0

20.0

100

0.0

3039歳 40‐49歳

口平成15年

■平成20年

2.ア,4.6

60‐69歳  70歳以上50-59烏モ

□  (鶴
.。

20.0

10.0

0.0

20歳男性を除く成人男女で欠食率は増加。

30.130.0

20‐ 29滞詭

2029歳  30-39歳  40‐49歳  5●59歳  60-69歳  70歳以上

(参考)「健康日本21」の目標 朝食を欠食する人の割合の減少
目標値 :中学、高校生0%、 男性 (20歳代)15%以下、男性 (30歳代)15%以下

□平成15年
■平成20年

野菜摂取量の状況 (20歳以上 )

(υ
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平成 13年以降、野菜の摂取量は横ばい。

295.8   2850   ,` 292.8 3曽 .4 290.1 2953

その他の野菜

196.2   190.9   193.1 1.4  192.4   196.9

99.6    。.1    100.3   ,■ 0   99.4    1o2.0   97.7    98.4

(参考)「健康日本21」の目標 野菜摂取量の増加
目標値 :1日 当たりの平均摂取量 350g以上

平成13年  14年



野菜を350g(5皿 )以上摂取している者の割合は、男性で33.9%、

女性で29`7%。

(%)/  口 __._ 1            33。9
35.0

30.0

25.0

20.0

15.0
12.4                          12.

1。。 石 || 6.1 ‐

5。 /~‐ ■■■■1 7●
。。/       J ‐ ‐ ‐ ‐

110g 280g 350g       70g 70g 140g210g 280g 350g
未満 (1皿)(2皿X3皿)(4皿)(5皿)以上  未満 (1皿)(2皿)(3皿)(4皿)(5皿)以上

※野菜70eを 1皿とした場合

16.3 16.5

身体活動・運動習慣の状況

運
値

(%)

動習慣のある者の割合は、男女とも増加。一方、歩数の平均
は、男女とも減少。

<運動習慣者の割合 (20歳以上)>
(歩 )

10′000

8′000

6′000

■000

2′o00

0

40
33.3

29.3

(参考)『健康日本21」の目標
運動習慣者の増加 目標値 :男性39%女性35%
日常生活における歩数の増加 目標値 :成人男性 9,200歩以上 成人女性 8,3∞歩以上

く歩数の平均値 (20歳以上)>

011  6′ 7



資料 4

食事摂取基準 (2010年版)の策定と活用について

〈平成 21年度〉

5月 29日 【参考資料¬】

「日本人の食事摂取基準」策定検討会

報告書とりまとめ

0日本人の食事摂取基準 (2010年版)を全文公開

http1//www nhlw go」 p/shlngi/2009/05/s0529 4 html

8月 31日 【参考資料 2】

:消費者庁の設置に伴い、新たな健康

:増進法第 30条の 2の規定に基づ く

策定に関する調査研究協力者会議」との

連携、調整

「食事による栄養摂取量の基準」

(食事摂取基準-2005年 版 )を告示

(9月 1日施行)

9月 ～ 11月

ブロック別講習会の開催 (全国 6ブロック 6,584名参加 )

※関係機関、学会との連携

〔
(後援)継

音理受萱占量曇墨曇晟霜璽鷲曇T暮篭緊瞥令尋奮重貢吉彙栄養改善学会〕
12月 15日○講習会資料 (事後学習資料として策定内容を解説、

要約した普及啓発をすすめるための PDF資料)を公開

http://www mhlw go Jp/bunya/kenkOu/blockbetu shiryou htmi

3月上旬

3月 中 【参考資料 3】

第 2回活用検討会開催

第 3回活用検討会開催

「日本人の食事摂取基準」活用検討会

報告書とりまとめ、公表

―

）

健康増進法第 30条の 2の規定に基づく

「食事による栄養摂取量の基準」 (食事

摂取基準 2010年版 )の告示

(4月 1日 施行 )

※栄養表示をはじめ、食品表示を所管する消費者庁

との連携、調整

〈平成 22年度〉

策 定 活 用

7月 30日

「日本人の食事摂取基準」

活用検討会開催

※文部科学省「児童生徒の学校給食摂取基準

○科学的根拠の収集及び策定体制の整備

○関係機関との連携による活用の推進

○科学的根拠となる研究の推進



たばこ対策としてのたばこ税の税率のコI上げ (たばこ税・地方たばこ税)

推計方法:2010年 1月 1日 にたばこ税を引上げた場合における、2012年における平均喫煙率の推計である。
出典:厚生労働科学研究「各種禁煙対策の経済絆 の研知

推計にあたっては、価格要因及び価格以外の要因を考慮して推計している。 H20の 喫煙率は、「平成20年国民健康・栄養調査」

『たばこ税については、国民の健康の観点から、たばこの消費を抑制するため:

将来に向かつて、税率を引き上げていく必要があります。その判断にあたつて
i

は、たばこの消費や税収、葉たばこ農家、小売店、製造業者等に及ぼす影響を

見極めつつ行つていくこととします。その過程で、たばこ法制について、現行の
:

たばこ事業法を改廃し、たばこ事業のあり方について、上記のたばこ関係者の

生活や事業の将来像を見据えて、新たな枠組みの構築を目指すこととします。

上記の方針に沿つて、平成22年度において、1本あたり35円の税率引上

げ(価格上昇は5円程度)を行います。』

■男性喫煙者の肺がんによる死亡率は、男性非喫煙者に比べて約4.5倍高い

■慢性閉塞性肺疾患(COPD)の ほとんどの要因が喫煙となっている

■40歳時点のたばこを吸つている男性の平均余命は、たばこを吸わない男性よ

り、 3 5年短い

O締約国は、価格及び課税に関する措置がたばこの消書を減少させるための効果的及び

重要な手理と認識し、価格政策を実施すること。(第6条 )

日本:平成16年 6月 批准、平成17年 2月 発効。(締約国数:167カ 国(平成21年 10月 現在)。 )

0健康増進法第7条に基づく、日標期間、日標数値を有する具体的な計画。

O健康日本21では、健康寿命の延伸等を実現するため、国民が一体となつた健康づくり運

動を推進し、社会全体の健康づくりに関する意識に向上及び取組を促す。

【たばこ対策】未成年者の喫煙をなくす、受動喫煙の防止等の他に「喫煙をやめたい人がや

める」という目標項目を設定した。

0平成18年に成立したがん対策基本法に基づき、平成19年度に策定。

【たばこ対策】健康影響に関する知識の普及、未成年者の喫煙率を0%にするなど、がん予

防のための重要な柱の1つとして取り組んでいる。



●慢性疾患の予防に資する知識の一日の普及啓発や提供される保健医療サービスの質を高める。

●患者を多種多様な関係者、関係機関が主体的に関与することにより社会全体で支えていくことが求められている。

●筋・骨格系及び結合組織の疾患、慢性閉塞性肺疾患(COPD)な どは、施策のあり方を検討していくことが重要。

●精尿病など既存の施策の対象となっている慢性疾患においても、関係医療機関等の連携をよリー層促進させて

いくことなどが必要。

●患者が主体となる慢性疾患対策に社会全体で取り組む意識の醸成とその基盤づくりが必要。



女性が生涯を通じて健康で明るく、充実した日々を自立して過ごすことができるよう、女性の様々な健
康問題を社会全体で総合的に支援する

現状
①各年代ごとに多様な健康課題が存在  ‐

②普及啓発や地域の取組の充実が必要

③男女に差があるが、その科学.的根拠が不足

栄養摂取と食育       骨粗髯症
やせすぎ(過度のダイエット)  うつ

性感染症          喫煙
がん(乳がん、子宮がん等)  飲酒
更年期障害、更年期症状   歯、腎疾患

一

資料7

普及啓発の推進

「女性の健康週間(3/1～ 8)」

国・地方公共団体・関連団体等
の社会全体

一
各種の啓発事業・行事等を

展開

女性の健康づくり対策を支援

女性の健康支援対策事業の効果
的な事業展開手法について検証

-5-

成果を広く地方公共団体に普及

一
モデル的な女性の健康づくりを

推進

厚 生科 学研究 の実 施

>わが国の女性における生活習慣病の
実態把握と発症要因の探索及び介入
に関する研究

>女性外来と千葉県大規模コホート調
査を基盤とした性差を考慮した生活習
慣病対策の研究

>女性における生活習慣病戦略の確立
>ライフステージに応じた女性の健康状

態に関する疫学的研究

一
1   女性の健康づくり対策を推進  ~~1



女性の健康づくり対策 ②

女性の健康づくり対策を支援

平成21年度 女性の健康支援対策事業を実施

事業1年目の実績や地方自治体の先進的な取組やデータを公表することを求められている

自治体が既に実施している取組

一

女性の健康づくり対策を推進

女性の健康づくり対策として効果的な手

法や事例などを啓発
成果を広く地方公共団体に普及



L二 型 堕 螢 型
普及啓発の推進

平成22年「女性の健康週間」イベント (仮 )

～生涯を通じた女性の健康づくりの取り組み～

日 時 :平成22年 3月 8日 (月 )13:30～ 16:00

場 所 :いきいきプラザー番町 カスケードホール

東京都千代田区1番町12

主 催 :厚生労働省

目 的:女性の健康づくりの推進について普及啓発を図る

対象者 :一般 行政職員 など

内 容

講 演:女性の健康について現状と課題

報 告I地域における取り組みについて



今後の受動喫煙防止対策について

1 健康増進法 (平成 14年法律第 103号 。以 下「法」とい う。)第 25条の

規定の市」定の趣 旨

法第 25条の規定において 「学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、

展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他多数の者が利用する施設

を管理す る者は、これ らを利用する者について、受動喫煙を防止するために必

要な措置を講ず るよう努めなければならない」こととした。また、本条におい

て受動喫煙 とは 「室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸

わされることJと 定義 した。

受動喫煙による健康への悪影響については、科学的に明らかとなっている。
υ

本条は、受動喫煙による健康への悪影響を排除するために、多数の者が利用
｀

する施設 を管理す る者に対 し、受動喫煙 を防止する措置をとる努力義務を課す

こととし、これにより、国民の健康増進の観′点からの受動喫煙防止の取組 を積

極的に推進することとしたものである。

注)受動喫煙による健康への悪影響については、流涙、鼻閉、頭痛等の諸症

状や呼吸抑制、心拍増加、血管収縮等生理学的反応等に関する知見が示さ

れるとともに、慢性影響 として、肺がんや循環器疾患等のリスクの上昇を

示す疫学調査があり、 IARC(国 際がん研究機関)は、証拠の強 さによ

る発がん性分類において、たばこをグループ 1と 分類 している。

また、受動 ll■煙により非喫煙妊婦であっても低出生体重児の出産の発生

率が上昇するとい う研究報告がある。

また、国際機関や米英をはじめとす る諸外国における公的な総括報告に

おいては、受動喫煙の煙中には、ニコチンや一酸化炭素など様々な有害化

学物質が含まれてお り、乳幼児突然死症候群、子 どもの呼吸器感染症や喘

息発作の誘発など呼吸器疾患の原因となり、特に親の喫煙によって、子 ど

もの咳。たんなどの呼吸器症状や呼吸機能の発達に悪影響が及ぶなど、様々

な報告がなされている。

2 法第 25条の規定の対象となる施設

法第 25条の規定においてその対象となる施設 として、学校、体育館、病院、

劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店が明示

されているが、本条における「その他の施設」は、鉄軌道駅、バスター ミナル、

航空旅客ターミナル、旅客船ター ミナル、金融機関、美術館、博物館、社会福
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祉施設、商店、ホテル、旅館等の宿泊施設、屋外競技場、遊技場、娯楽施設等

多数 の者が利用する施設を含むものであ り、本条の趣旨にかんがみ、鉄軌道車

両、バス、タクシー、航空機及び旅客船などについても「その他の施設」に含

むものである。

3 今後 の受動喫煙防止対策の基本的な方向性

今後の受動喫煙防止対策の基本的な方向性 として、多数の者が利用する公共

的な空間については、原則 として全面禁煙であるべきである。一方で、全面禁

煙が極めて困難 な場合等においては、当面、施設の態様や利用者のニーズに応

じた適切 な受動喫煙防止対策を進めることとする。

また、特に、屋外であっても子 どもの利用が想定される公共的な空間では、

受動喫煙 防止のための配慮が必要である。

4 受動喫煙防止措置の具体的方法

(1)施設・区域における受動喫煙防止対策

全面禁煙は、受動喫煙対策 として極めて有効であると考えられているため、

受動喫煙防止対策の基本的な方向性 として、多数の者が利用する公共的な空

間については、原則 として全面禁煙であるべきである。全面禁煙 を行つてい

る場所では、その旨を表示 し周知を図るとともに、来客者等にも理解 と協力

を求める等の対応をとる必要がある。

また、少なくとも官公庁や医療施設においては、全面禁煙 とすることが望

ましい。

(2)全面禁煙が極めて困難である施設・区域における受動喫煙防止対策

多数の者が利用する施設の規模・構造、利用状況等は、全面禁煙が極めて

困難である場合には、施設管理者に対 して、当面の間、喫煙可能区域を設定

する等の受動喫煙防止対策を求めることとし、将来的には全面禁煙を目指す

ことを求める。

全面禁煙が極めて困難である場合において 1)、
「分煙効果判定基準策定検

討会報告書」 (平成 14年 6月 )等を参考に、喫煙場所か ら非喫煙場所にた

ばこの煙 が流れ出ないことはもちろんのこと、適切な受動喫煙防止措置を講

ずるよう努める必要がある。喫煙可能区域を設定した場合においては、禁煙

区域 と喫煙可能区域を明確に表示 し、周知を図 り、理解 と協力を求めるとと

もに、喫煙可能区域に未成年者や妊婦が立ち入 ることがないように、措置を
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講ずる必要がある。例えば、当該区域が喫煙可能区域であり、たばこの煙ヘ

の曝露があり得ることを注意喚起す るポスター等を掲示する等の措置が考

えられる。

5 職場における受動喫煙防止対策 との連携 と調和

(1)労働者のための受動喫煙防止措置は、「職場における喫煙対策のためのガ

イ ドラインJ(平成 15年 5月 9日 付 け基発第 0509001号 厚生労働省

労働基準局長通達)に即 した対策が講 じられることが望ましい。

(2)都道府県労働局においても、職場における受動喫煙防止対策を推進 して

いることか ら、法第 25条に基づ く施策の実施に当たっては、管内労働局

との連携を図る。

(3)法第 25条の対象 となる施設の管理者は多岐にわたるが、これ らの管理

者を集 めて受動喫煙の健康への悪影響や各地の好事例の紹介等を内容 とし

た講習会を開催するなど、本条の趣 旨等の周知徹底を図る。この際、職場

における受動喫煙対策推進のための教育については、「職場における喫煙対

策推進のための教育の実施について」 (平成 16年 5月 13日 付け基発第 0

513001号 厚生労働省労10J基準局長通達)により都道府県労働局が推

進 していることに留意する。

6 その他

(1)平成 15年度より、株式会社 日本政策金融公庫 (旧 国民生活金融公庫 )

の生活衛生資金貸付の対象として、受動喫煙防止施設が追加 されているこ

とから、飲食店、旅館等の生活衛生関係営業者に対して、これを周知する。

また、都道府県や市町村において、禁煙支援の保健指導、分煙方法の情報

提供等を実施 している場合、事業者や個人の参加をよリー層促すよう努力

する。

(2)受動喫煙防止対策を実効性をもつて継続的に推進するためには、社会全

体 として受動喫煙防止対策に取 り組むとい う気運を醸成することが重要で

ある。 このためにも、本通知を幅広 く周知 し、理解 と協力を求めるととも

に、健康 日本 21の枠組み等のもと、たばこの健康への悪影響や、禁煙を促

す方法等について、さまざまな機会をとらえて普及啓発を行 うなどの受動
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喫煙防止対策を進めていく必要がある。

(3)エ ビデンスに基づいた情報の発信及び普及啓発

ア 受動喫煙 による健康影響に関する客観的な研究成果を活用 し、受動喫

煙の実態や健康への悪影響、諸外国の取組状況等について情報提供を進

める。

イ 受動喫煙防止対策の推進に当たり、ニコチン代替製剤や内服薬等の禁

煙補助薬による禁煙方法等の禁煙を促す情報等を提供する。

ウ たばこの健康への悪影響について普及啓発 し、禁煙を促す方法等につ

いて、健康教育の一環 として、地域、職域、家庭等において、関係者の

対話 と連携のもとで一層推進する。

特に健康被害を受けやすい乳幼児の家庭内受動喫煙防止のために、妊

婦健診や両親教室など様々な機会を1/1えて、禁煙 とその継続 を図るよう

啓発する。
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慢性閉塞性肺疾患 (COPD)の予防・早期発見に関する検討会

開催要綱 (案 )

1.目 的

慢性閉塞性肺疾患 (COPD)は 、さまざまな原因、特に喫煙により肺に慢

性炎症が生じ、 これにより肺気腫や慢性気管支炎などの合わさった病像を呈す

る疾患であり、患者は全国に約 500万 人、年間に死亡者が約 15,000人
いると推計されている。

この慢性疾患の主な原因が喫煙であることが多く、禁煙等により予防が可能

であるため生活習慣病としての性格が少なからずあり、また、早期に発見、治

療することで、リスクと負担を大幅に軽減することが可能な疾患であることか

ら、今般、その予防 。早期発見に主眼をおいた具体的な対策について、厚生労

働省健康局長の下、有識者の参集を求め、所要の検討を行うことを目的とする。

2.検討事項

(1)慢性閉塞性肺疾患 (COPD)の 予防方策のあり方について

(2)慢性閉塞性肺疾患 (COPD)の 早期発見のあり方について

(3)その他

3.検討会メンバー

未定

4.その他

(1)検討会に座長を置くものとする。

(2)健康局長は、必要に応じ、その他学識経験者等の参集を求めることがで

きる。

(3)検討会の庶務は、厚生労働省健康局総務課生活習慣病対策室が行う。

(4)本要綱に定めるもののほか、その他検討会の運営に関して必要な事項は、

検討会において定める。



参考資料 1

日本人の食事摂取基準 (2010年版)概要

1 策定の目的

日本人の食事摂取基準は、健康な個人または集団を対象として、国民の健康の維持・

増進、生活習慣病の予防を目的とし、エネルギー及び各栄養素の摂取量の基準を示す

ものである。

2 使用期間

平成 22(2010)年 度から平成 26(2014)年度までの 5年間とする。

3 策定方針

(1)基本的な考え方

「日本人の食事摂取基準」の策定にあたつては、2005年版で用いられた方針を踏襲

しながら、国内外の学術論文ならびに入手可能な学術資料を最大限に活用し、最終的

に 1,244本の参考文献を整理 し、科学的根拠に基づいた策定を行つた。

(2)設定指標

エネルギーについては 1種類、栄養素については5種類の指標を設定した。

①エネルギー :「推定エネルギー必要量」

②栄養素 :「推定平均必要量」「推奨量」「目安量」「耐容上限量」「目標量」

・健康の維持・増進と欠乏症予防のために、「推定平均必要量」と「推奨量」の

2つの値を設定し、この2指標を設定することができない栄養素については、

「目安量」を設定した。

・過剰摂取による健康障害を未然に防ぐことを目的として、「耐容上限量」を設

定した。

・生活習慣病の一次予防を目的として食事摂取基準を設定する必要のある栄養

素については、「目標量」を設定した。

・
1‐



設定項目

エネルギー エネルギー

たんぱく質 たんぱく質

月旨質 脂質、飽和脂肪酸、n-6系脂肪酸、n3系脂肪酸

コ レス テ ロー ル

炭水化物 炭水化物、食物繊維

ビタミン 脂溶性 ビタミン ビタミンA、 ビタミンD、 ビタミンE、 ビタミンK

水溶性 ビタミン ビタミンBl、 ビタミンB2ヽ ナイアシン、ビタミンB6ヽ

ビタミンB12ヽ 葉酸、パン トテン酸、ビオチン、

ビタミンC

ミネラル 多量ミネラル ナ トリウム、カリウム、カルシウム、マグネシウム、

リン

微量 ミネラル 鉄、亜鉛、銅、マンガン、ヨウ素、セ レン、クロム、

モリブデン

(3)策定したエネルギーや栄養素

エネルギーと34種類の栄養素について策定を行つた。

(4)年齢区分

乳児については、成長に合わせてより詳細な区分設定が必要と考えられたため、エネ

ルギー及びたんぱく質では3区分 (0～ 5か月、6～ 8か月、9～ 11か月)で策定を行つた。

(5)ライフステージ

「乳児・小児」、「妊婦・授乳婦」、「高齢者」の各ライフステージについて、特別の

配慮が必要な事項について整理を行つた。

(6)活用

各種栄養関連業務に活用することをねらいとし、活用の基礎理論を整理し、「食事

改善」と「給食管理」を目的とした食事摂取基準の基本的概念と活用の留意点を示

した。

ライフステージ 区 分

乳児 (0～ 11か月) 0～ 5か月、6～ 8か月、9～ 11か月

小児 (1～ 17歳 ) 1～ 2歳、3～ 5歳、

15～ 17歳

6～ 7歳、8～ 9歳、10～ 11歳 、12～ 14歳、

成人 (18～ 69歳 ) 18～ 29歳、30～ 49歳、50～ 69歳

高齢者 (70歳以上) 70歳 以上

その他 妊婦、授乳婦

-2・



(参考) 食事摂取基準を設定した栄養素と策定した指標 (1歳以上)1

1-部の年齢階級についてだけ設定した場合も含む。

2通常の食品以外からの摂取について定めた。

推定平均必要量

(EAR)

推奨量

(RDA)

目安量

(Al)

耐容上限量

(UL)

目標量

(D6)

たんぱく質 0 ○

脂質

月旨質 O

飽和脂肪酸 0

n-6系脂肪酸 ○ 0

n-3系脂肪酸 ○ 0

コ レステ ロー ル O

炭水化物
炭水化物 0

食物繊維 0

ビ

タ

ミ

ン

脂

溶

性

ビタミン A 0 ○ ○

ビタミン D O 〇

ビタミン E O 〇

ビタミン K ○

水

溶

性

ビタミン Bl ○ ○

ビタミン B2 ○ 0

ナイアシン O O 0

ビタミン B6 0 ○ O

ビタミン 312 O ○

葉酸 0 ○ 02

バ ン トテン酸 0

ビオチン ○

ビタミン C 0 O

ミ
ヽ
ネ

ラ

ル

多

自亘

ナ トリウム 0 O

カリウム ○ ○

カルシウム O 〇 0

マグネシウム 0 ○ 02

リ ン O O

微

自亘

鉄 O ○ 〇

亜鉛 ○ ○ ○

銅 ○ ○ ○

マンガン ○ ○

ヨウ素 0 ○ ○

セ レン ○ ○ 0

クロム 0 〇

モリブデン 0 ○ ○

‐
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参考資料 2

食 事 に よる栄養 摂取量 の基準 (平成 21年厚 生労働省告示 第 407号 )

(目 的)

第1条 この基準は、健康増進法 (平成 14年法律第103号)第 10条第1項 に規定する国民健康・栄養調査そ

の他の健康の保持増進に関する調査 (以下 「国民健康・栄養調査等」という。)及び研究の成果を分

析し、その分析の結果を踏まえ、国民がその健康の保持増進を図る上で、食事により摂取することが望

ましい熱量及び栄養素の量に関する事項を定めることにより、生涯にわたる国民の栄養摂取の改善に

向けた自主的な努力を促進することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1 基準身長 国民健康・栄養調査等における性別及び年齢階級ごとの身長の中央値をいう。

2 基準体重 国民健康・栄養調査等における性別及び年齢階級ごとの体重の中央値をいう。

3 基準体位 基準身長及び基準体重をいう。

4 推定エネルギー必要量 性別及び年齢階級ごとに、当該性別及び年齢階級に属する者につい

て、その身体活動の程度に応じて、熱量の摂取不足又は過剰摂取による健康障害が生じる可能性が

最も低くなると推定される1日 当たりの熱量をいう。

5 推定平均必要量 性別及び年齢階級ごとに、当該性別及び年齢階級に属する者の半数について、

1日 当たりに必要とする栄養素の量を満たすと推定される栄養素の摂取量をいう。

6 推奨量 性別及び年齢階級ごとに、当該性別及び年齢階級に属する者の大多数について、1日 当

たりに必要とする栄養素の量を満たすと推定される栄養素の摂取量をいう。

7 目安量 性別及び年齢階級ごとに、当該性別及び年齢階級に属する者について、良好な栄養状態

を維持するために十分であると推定される1日 当たりの栄養素の摂取量をいう。

8 日標量 性別及び年齢階級ごとに、当該性別及び年齢階級に属する者について、生活習慣病の一

次予防を目的として、日標とすべき1日 当たりの栄養素の摂取量をいう。

9 上限量 性別及び年齢階級ごとに、当該性別及び年齢階級に属する者について、過剰摂取による

健康障害が生じる危険性がないと推定される1日 当たりの栄養素の摂取量の最大限の量をいう。

(基準体位 )

第3条 基準体位は、別表第1のとおりとする。

(熱量の食事摂取基準)

第4条 推定エネルギー必要量は、別表第2のとおりとする。

(栄養素の食事摂取基準)

第5条 健康増進法施行規則 (平成 15年厚生労働省令第86号 )第 11条第1項各号並びに第2項第1号及

び第3号に掲げる栄養素について、推定平均必要量、推奨量、目安量、日標量又は上限量は、それ

ぞれ別表第3から別表第36までのとおりとする。



別表第一 基準体位 (第二条関係 )

ヴ
男性 女性※ 1

基準身長 (clll) 基準体重 (kg) 基準身長 (cm) 基準体重 (kg)

0～ 5(月 ) 622 61 0 61

6～ 11(月 ) 71 5 88 69_9

1～ 2(歳 ) 850 119 847 11 0

3～ 5(歳 ) 1035 167 102 5 16 0

6～ 7(歳 ) 1196 230 1180 21 6

8～ 9(歳 ) 1307 280 1300 272

10～ H(歳 ) 1412 355 1440 35 7

12～ 14(歳 ) 1600 500 1548 45 6

15～ 17(歳 ) 1700 583 1572 50 0

18～ 29(歳 ) 171 0 635 1577 50 0

30～ 49(歳 ) 1700 680 1568 527

50～ 69(歳 ) 1647 640 1520 532

70以 上 (歳 ) 1600 572 1467 49 7

※ 1 妊婦 を除 く。

食事による栄養摂取量の基準

別表第二 熱量の食事摂取基準 (推 定エネルギー必要量 (kca1/日 ))(第 四条関係 )

'性 男リ

年齢等

男性 女 性

身体活動レベル ※ 1

砥J(そ ij]薯通 面川 高;ミ (丘う 低い(I)1普通 〔h)1高い
~(Ⅲ

)

kl - 5

(月 )

母平L栄養児 600※ 2 550※ 2

人工栄養児 650※ 2 600※ 2

6～ 11(月 ) 700※ 2 650※ 2

1～ 2(歳 ) 1,050 950

3～ 5(歳 ) 1,400 1,250

6～ 7(歳 ) 1,650 1,450

8～ 9(歳 ) 1,950 2,200 1,800 2,000

10～ 11(歳 ) 2,300 2,550 2,150 2,400

12～ 14(歳 ) 2,350 2,650 2,950 2,050 2,300 2,600

15～ 17(歳 ) 2,350 2,750 3,150 1,900 2,200 2,550

18～ 29(歳 ) 2,300 2,650 3,050 1,750 2,050 2,350

30～ 49(歳 ) 2,250 2,650 3,050 1,700 2,000 2,300

50～ 69(歳 ) 2,050 2,400 2,750 1,650 1,950 2,200

70以 上 (歳 ) 1,600 1,850 2,100 1,350 1,550 1,750

妊婦 (付加量 ) 初期 +50 +50 +50

中期 +250 +250 ■250

末期 +500 +500 +500

授乳婦 (付加量 )
+4「o0 +450 +450

※ 1 1日 のエネルギー消費量を 1日 当た りの基礎代謝量で除 した指数

※ 2 乳児については、基準体重を基に算出した総エネルギー消費量にエネルギー蓄積量を加えたも
のを推定エネルギー必要量としたものである。



(参 考一) 身体活動 レベル (男 女共通 )

低い (1) 普通 (■ ) 高い (Ⅲ )

1～ 2(歳 ) 1 40

3～ 5(歳 ) 1 50

6～ 7(歳 ) 1 60

8～ 9(歳 ) 1 70 190
10～ H(歳 ) 1 70 190

12～ 14(歳 ) 1 50 1 70 190
15～ 17(歳 ) 1 50 1 75 200
18～ 29(歳 ) 1 50 1 75 200

30～49(歳 ) 1 50 1 75 200
50～ 69(歳 ) 1 50 175 200

70以上 (歳 ) 1 30 1 50 170

(参 考二) 15歳 か ら69歳 までの者 にお ける身体活 動 レベ ル の活動 内容

身体活動レベル 低い (I) 普通 (Ⅱ ) 高い (Ⅲ )

日常生活の内容 生活の大部分が座位で

、静的な活動が中′い

座位 中心の仕事 (職

場内での移動、立位

での作業等又は接客

、通勤、買物、家事、

軽いスポーツ等のい

ずれかを含む。)

移 動 若 しくは立位 の

多い仕 事又はスポー

ツなど余 暇 にお ける

習慣的な運動

別表第二 たんぱく質の食事摂取基準 (第 五条関係 )

性 別

年齢等

男性 女 性

推 定 平

均 必 要

量

(g/日 )

推奨量

(g/日 )

目安量

(g/日 )

目標量

(%エ
ネ ル ギ

ー )※ 1

推 定平

均必要

量

(g/日 )

推奨量

(g/日 )

目安 量

(g/日 )

目標量

(%エ
ネ ル ギ

ー)※ 1

0-5

(月 )

母乳栄養児 10 10

人工栄養児

6^-11

(月 )

母孝L栄養児

人工栄養児 20

1～ 2(歳 ) 20 15
つ
‘

3～ 5(歳 )

6～ 7(歳 )

8～ 9(歳 ) 40 40

10～ 11(歳 ) 50

12～ 14(歳 ) 60 ′
仕

15～ 17(歳 ) 40

18～ 29(歳 ) 60 20未満 40 20未満

30～ 49(歳 ) 60 20未 満 20未満

50～ 69(歳 ) 20未満 40 20未満

70以上 (歳 ) 60 25未 満 40 25未満

妊婦 (付加量 )
+8 +10

授乳婦 (付力口量 ) +15 +20

※ 1 たんぱく質の総エネルギーに占める割合 (エ ネルギー比率)と して策定したものである。



別表第四 n-6系 脂肪酸の食事摂取基準 (第五条関係 )

性月」

年齢等

男性 女性

目安量

(g/日 )

目標量

(%エ ネル ギー )

※ 1

目安量

(g/日 )

目標量

(%エ ネルギー )

※1

0～ 5(月 ) 40 40

6～ 11(月 ) 50

l～ 2(歳 ) 60 60

3～ 5(歳 ) 70

6～ 7(歳 )

8～ 9(歳 )

10～ 11(歳 ) 11

12～ 14(歳 )

15～ 17(歳 ) 14

18～ 29(歳 ) 10未満 10未満

30～ 49(歳 ) 11 10未 満 95 10未満

50～ 69(歳 ) 10未満 10未満

70以 上 (歳 ) 10未 満 10未 満

妊 婦 10未 満

授 ,L婦 10未満

※ l n-6系 脂肪酸の総エネルギーに占める割合 (エ ネルギー比率)と して策定 した ものである。

別表第五 n-3系 脂肪酸の食事摂取基準 (g/日 )(第 五条関係 )

1生別

年齢等

男 性 女性

目安量 目標 量 目安量 目標 量

0～ 5(月 ) 09 09

6～ 11(月 ) 10

1～ 2(歳 ) 11 10

3～ 5(歳 ) 15

6～ 7(歳 )

8～ 9(歳 ) 19 20

10～ 11(歳 ) 2_1

12～ 14(歳 )

15～ 17(歳 ) 28

18～ 29(歳 ) 26以 上 22以 上

30～ 49(歳 ) 26以 上 22以 上

50～ 69(歳 ) 29以 上 25以 上

70以 上 (歳 ) 22以 上 20以 上

妊 婦

授乳婦 24



別表第六 炭水化物の食事摂取基準 (%エネルギー)(第 五条関係 )

凶
男 性 女性

目標量 目標量

0～ 5(月 )

6～ 11(月 )

1～ 2(歳 )

3～ 5(歳 )

6～ 7(歳 )

8～ 9(歳 )

10～ H(歳 )

12～ 14(歳 )

15～ 17(歳 )

18～ 29(歳 ) 50以 上 70未満 50以 上70未満

30～ 49(歳 ) 50以 上 70未満 50以 上70未満

50～ 69(歳 ) 50以 上 70未満 50以 上70未満

70以 上 (歳 ) 50以 上70未満 50以 上70未満

妊 婦 (付カロ量 )

授 乳婦 (付 加量 )

(注 )炭 水化物の総エネルギーに占める割合 (エ ネルギー比率)と して策定したものである。

別表第七 食物 l・A維の食事摂取基準 (g/日 )(第 五条関係 )

凶
男 性 女 性

目安量 目標 量 目安量 目標量

0～ 5(月 )

6～ 11(月 )

1～ 2(歳 )

3～ 5(歳 )

6～ 7(歳 )

8～ 9(歳 )

10～ 11(歳 )

12～ 14(歳 )

15～ 17(歳 )

18～ 29(歳 )
０
‘

30～ 49(歳 )
０
４

50～ 69(歳 ) 24 つ
‘

70以 上 (歳 )

妊婦 (付加量 )

授乳婦 (付加量 )



別表第八 ビタミンAの食事摂取基準 (μ gR E/日 )(第五条関係)

′
l■月リ

＼
＼

年齢等

男 性 女性

推定平均

必要量※

1

推奨量

※1

目安量

※ 1

上限 量

※ 2

推 定平均

必 要量 ※

1

推奨量

※ 1

目 安 量

※ 1

上限量

※ 2

0～ 5(月 ) 250 600 250 600

6～ 11(月 ) 350 600 350 600

1～ 2(歳 ) 600 150 250 600

3～ 5(歳 ) 200 300 750 200 750

6～ 7(歳 ) 400 1,000 250 1,000

8～ 9(歳 ) 1,250 300 1,250

10～ H(歳 ) 400 1,550 350 1,550

12～ 14(歳 ) 2,220 400 550 2,220

15～ 17(歳 ) 500 700 2,550 400 2,550

18～ 29(歳 ) 550 750 3,000 400 3,000

30～ 49(歳 ) 550 750 3,000 450 3,000

50～ 69(歳 ) 500 700 3,000 450 3,000

70以 上 (歳 ) 450 650 3,000 400 550 3,000

妊婦 (付加 量 ) +50 +70

授乳婦 (付加量 ) +300 +420

(注 )μ gR E レチ ノールの量、 β―カ ロテンの量 を十二で除 して得た量、 α―カ ロテ ンの量 を二十

四で除 して得た量、 β―クリプ トキサ ンチ ンの量を二十 四で除 して得た量及び これ ら以

外のプ ロビタミンAカ ロテノイ ドの量を二十四で除 して得た量を合計 した量

※ l プ ロビタ ミン・カ ロテノイ ドを含むc

※ 2 プ ロビタ ミン・カ ロテノイ ドを含まない。

別表第九 ビタミンDの食事摂取基準 (μ g/日 )(第 五条関係 )

凶
男 性 女性

目安量 上 限量 目安量 上限量

0～ 5(月 ) 25(5)※ 1 25(5)※ 1

6～ 11(月 ) 4(5)※ 1 4(5)※ 1

1～ 2(歳 ) 3

3～ 5(歳 ) 3 25

6～ 7(歳 ) 3

8～ 9(歳 ) 4 30 4 30

10～ 11(歳 ) 4 40 40

12～ 14(歳 ) 4 50 4 50

15～ 17(歳 ) 5 50 50

18～ 29(歳 ) 5 50 50

30～ 49(歳 ) 5 50 5 50

50～ 69(歳 ) 5 50 50

70以 上 (歳 ) 5 50

妊婦 (付加量 ) +2 5

授 孝L婦 (付カロ量 ) +2 5

※ 1 適度な日照を受ける環境にある手L児 の目安量である。括弧内は、 日照を受ける機会が少ない乳

児の 目安量である。



別表第十 ビタミンEの食事摂取基準 (mg/日 )(第 五条関係)

木
男性 女性

目安量 上限量 目安量 上 限量

0～ 5(月 ) 3

6～ 11(月 ) 3

1～2(歳 ) 5 4

3～ 5(歳 ) 6 200 6 200

6～ 7(歳 ) 7 300 6 300

8～ 9(歳 ) 8 ｎ
Ｖ

ス
■ 7 300

10～ 11(歳 ) 500 7 500

12～ 14(歳 ) 10 8 600

15～ 17(歳 ) 700 9 600

18～ 29(歳 ) 9 ハ
υ

Ｏ
Ｏ 8 600

30～ 49(歳 ) 8 800 8 700

50～ 69(歳 ) 9 800 8 700

70以 上 (歳 ) 7 700 7

妊婦 (付加量) +0

授乳婦 (付加量 )

(注 ) α― トコフェロールについて算定したものである。 α― トコフェロール以外のビタミンEを

含まない。

別表第十一  ビタミンKの食事摂取基準 (μ g/日 )(第 五条関係 )

又
男性 女性

目安量 目安量

0～ 5(月 ) 4 4

6～ 11(月 ) 7 7

1～ 2(歳 )

3～ 5(歳 )

6～ 7(歳 )

8～ 9(歳 ) 45 45

10～ 11(歳 )

12～ 14(歳 ) 65

15～ 17(歳 )
ご
υ

18～ 29(歳 ) 60

30～ 49(歳 )

50～ 69(歳 )

70以 上 (歳 ) 65

妊婦 (付カロ量 ) +0

授平L婦 (付カロ量 ) +0



別表第十二 ビタミンB]の食事摂取基準 (mg/日 )(第 五条関係)

′性男リ

＼
年齢等

男 性 女 性

推定平均必

要量

推奨量 目安量 推定平均必

要量

推奨量 目安量

0～ 5(月 ) 01

6～ 11(月 ) 03

1～ 2(歳 ) 04 04

3～ 5(歳 ) 06 07

6～ 7(歳 ) 07 09

8～ 9(歳 ) 09 11 08

10～ 11(歳 ) 10 12

12～ 14(歳 ) 14 10 12

15～ 17(歳 ) 12

18～ 29(歳 ) 14 11

30～ 49(歳 ) 12 14 09 11

50～ 69(歳 ) 11 13

70以上 (歳 ) 08 10 07

妊婦 (付 加 量 ) 初期 +o

中期 +0 1 +0 1

末 期 +02 +03

授乳 婦 (付加 量 )
+0 1 +0 1

(注) 別表第二の身体活動 レベル普通 (Ⅱ )の推定エネルギー必要量を用いて算定 したものである。

別表第十二  ビタ ミンB2の 食事摂取基準 (皿g/日 )(第 五条関係 )

性 別

＼
年齢等

男 性 女 性

推定平均必

要量

推奨量 目安量 推定平均必

要量

推奨量 目安量

0～ 5(月 ) 03 03

6～ 11(月 ) 04 04

1～ 2(歳 ) 06 04 05

3～ 5(歳 ) 07 08 08

6～ 7(歳 )

8～ 9(歳 ) 10 11

10～ 11(歳 ) 12 14 11

12～ 14(歳 ) 13 14

15～ 17(歳 ) 14 17 11 13

18～ 29(歳 ) 13

30～ 49(歳 ) 16

50～ 69(歳 ) 14

70以 上 (歳 ) 09

妊婦 (付カロ量 ) 初期 +0 +0

中期 +01 +02

末期 +03 +03

授予L婦 (付カロ量)
+03 +04

(注) 別表第二の身体活動 レベル普通 (Ⅱ )の推定エネルギー必要量を用いて算定 したものである。



=|」

表第十四 ナイアシン D食事摂取基準 (ngN E/日 )(第 五条 関係

'性男可

＼
年齢等

男 性 女性

推定平均

必要量

推奨量 目安量 上 限 量

※ 1

推 定平均

必要量

推奨量 目安量 量限

１

上

※

0-5 月 )※ 2 2

6～ 11(月 )

1～ 2(歳 ) 6

3-5 7 6 7

6～ 7(歳 8 7

8～ 9(

10～ 11(歳 ) 13

12～ 14(歳 )

15～ 17(歳 )

18～ 29(歳 ) 300

(100)

300

(100)

30～ 49(歳 ) 300

(100)

300

(100)

50～ 69(歳 ) 14 300

(100)

11 300

(100)

70以 上 (歳 ) 300

(100)

7 300

(100)

妊婦 (付加量 ) 初 +0 +0

中期 +1 +1

末 期 +3

授乳婦 ( け加 量 )
+2 +2

注)1 別表第二の身体活動 レベル普通 (■ )の 推定エネルギー必要量を用 てヽ算定 た́ものである

2 ■gN E ニコチンアミドの量、ニコチン酸の量及び トリプ トファンの量を六十で除して得た量を

合計した量―

※ 1 ニコチンアミドについて算定したものである。括弧内は、ニコチン酸について算定したものである。

※ 2 単位 mg/日

別表第十五 ビタミンB6の食事摂取基準 (■g/日 )(第五条関係)

(注 ) 別表第二の推奨量を用いて算定 したものである。

※ 1 ピ リドキシンの量

性 別
ゝ

＼

年齢等

男性 女性

推定平均

必要量

推奨量 日安量 上 限 量

※ 1

推 定平均

必要量

推奨量 目安量 上 限 量

※ 1

0～ 5(月 )

6～ 11(月 )

1～ 2(歳 ) 04 04

3～ 5(歳 ) 05

6～ 7(歳 ) 06

8～ 9(歳 ) 08

10～ 11(歳 ) 12 10

12～ 14(歳 ) 11 14 10

15～ 17(歳 ) 12 15 10

18～ 29(歳 ) 11 14 10 60

30～ 49(歳 ) 11 10 60

50～ 69(歳 ) 11 14 60 10 60

70以 上 (歳 ) 11 60 10 60

妊婦 (付加量 )
+07 +08

授乎L婦 (付加量 )
+03 +03



別表第十六 ビタミンB2の食事摂取基準 (り g/日 )(第五条関係)

＼
年齢等

男 性 女性

推 定 平 均 必

要量

推奨量 目安量 推定平均必

要量

推 奨量 目安量

0～ 5(月 )

6～ 11(月 )

1～ 2(歳 ) 08 09 08 09

3～ 5(歳 ) 09 ll 09 ll

6～ 7(歳 ) 14

8～ 9(歳 ) 14 14 16

10～ 11(歳 ) 16 20

12～ 14(歳 ) 24 24

15～ 17(歳 ) 20 24

18～ 29(歳 ) 20 24

30～ 49(歳 ) 24

50～ 69(歳 ) 20 24 24

70以 上 (歳 ) 24 24

妊 婦 (付加 量 ) +03 +04

授 乳婦 (付加 量 ) +03 +04

別表第十七 葉酸の食事摂取基準 (μ g/日 )(第 五条関係 )

＼
年齢等

男性 女性

推 定平均

必要量

推奨量 目安量 上限量

※ 1

推 定平均

必要量

推奨量 目安量 上限量

※ 1

0～ 5(月 )

6～ 11(月 ) 60

ユ～2(歳 ) 80 90

3～ 5(歳 )
ｎ
フ 110

6～ 7(歳 ) 140 140

8～ 9(歳 ) 160 140

10～ 11(歳 ) 200 160 200

12～ 14(歳 ) 200 240 200 240

15～ 17(歳 ) 240 200 240

18～ 29(歳 ) 240 1,000 200 240 1,000

30～ 49(歳 ) 240 1,000 200 240 1,000

50～ 69(歳 ) 240 1,000 200 240 1,000

70以 上 (歳 ) 240 1,000 200 240 1,000

妊婦 (付加量 ) +170 +200

授乳婦 (付加量 ) +80 +100

(注) 妊娠を計画 している又は妊娠の可能性がある女性は、胎児の神経管閉鎖障害の リスクの低減
のために、 1日 当たり400マ イクログラムの摂取が望まれる。

※ 1 プテロイルモノグルタミン酸の量 (通 常の食品以外か らの摂取量)



別表第十人 バン トテン酸の食事摂取基準 (嘔/日 )(第 五条関係 )

凶
男性 女 性

目安量 目安量

0～ 5(月 ) 4 4

6～ 11(月 ) 5 5

1～ 2(歳 ) 4

3～ 5(歳 ) 5 4

6～ 7(歳 ) 6

8～ 9(歳 ) 6

10～ 11(歳 ) 6

12～ 14(歳 ) 7

15～ 17(歳 ) 7 5

18～ 29(歳 ) 6

30～ 49(歳 ) 6 5

50～ 69(歳 ) 6 5

70以 上 (歳 ) 6 5

妊婦 (付加量 )
+1

授乳婦 (付加 量 )
+4

別表第十九 ビオチンの食事摂取基準 (μ 3/日 )(第 五条関係 )

凶
男性 女 性

目安量 目安量

0～ 5(月 ) 4 4

6～ 11(月 )

1～ 2(歳 )

3～ 5(歳 )

6～ 7(歳 ) 30

8～9(歳 )

10～ 11(歳 ) 40

12～ 14(歳 ) 45 45

15～ 17(歳 ) 45 45

18～ 29(歳 ) 45

30～ 49(歳 ) 45 И
サ

50～ 69(歳 ) 45 ′
ｉ

70以 上 (歳 ) 45

妊婦 (付加量 )
+2

授乎L婦 (付加量 )
+4



別表第二十 ビタミンCの食事摂取基準 (mg/日 )(第五条関係)

＼
年齢等

男 性 女 性

推定平均必

要量

推奨量 目安量 推定平均必

要量

推奨量 目安量

0～ 5(月 ) 40

6～ 11(月 ) 40 40

1～ 2(歳 ) 40 40

3～ 5(歳 ) 40 45 40 45

6～ 7(歳 ) 60 50 60

8～ 9(歳 )

10～ 11(歳 ) 80 70 80

12～ 14(歳 ) 100 100

15～ 17(歳 ) 85 100

18～ 29(歳 ) 100

30～ 49(歳 ) 100

50～ 69(歳 ) 100 100

70以 上 (歳 ) 100 100

妊婦 (付カロ量 )
+10 +10

授 乳 婦 (付カロ量 ) +40 +50

別表第二十一 カ リウムの食事摂取基準 (mg/日 )(第五条関係 )

性 別

年齢等

男 性 女性

目安量 目標量 目安量 目標量

0～ 5(月 )

6～ 11(月 ) 800

1～ 2(歳 ) 800 800

3～ 5(歳 ) 800 800

6～ 7(歳 ) 1,100 1,000

8～ 9(歳 ) 1,200 1,200

10～H(歳 ) 1,500 1,400

12～ 14(歳) 1,900 1,700

15～17(歳 ) 2,200 1,600

18～ 29(歳 ) 2,000 2,800 1,600 2,700

30～49(歳 ) 2,000 2,900 1,600 2,800

50～69(歳 ) 2,000 3,100 1,600 3,100

70以上 (歳 ) 2,000 3,000 1,600 2,900

妊婦 (付加量) +0

授手L婦 (付加量) +370



又
男性

・
女性

目安量 日標量 上限量 目安量 目標量 上限量

0-5

(月 )

母乳栄養児 200

人工栄養児 300

6～ 11

(月 )

母乳栄養児 250

人工栄養児 400

1～ 2(歳 ) 450 450 400 400

3～ 5(歳 ) 550 550

6～ 7(歳 ) 600 600

8～ 9(歳 ) 700 700 700

10～ 11(歳 ) 950 800 950 800

12～ 14(歳 ) 1,000 900 850 750

15～ 17(歳 ) 1,100 850 650

18～ 29(歳 ) 900 650 2,300 700 600 2,300

30～ 49(歳 ) 650 600 2,300 600 600 2,300

50～ 69(歳 ) 600 2,300 700 600 2,300

70以 上 (歳 ) 750 600 2,300 650 550 2,300

妊婦 (付カロ量 ) +0

授乳婦 (付カロ量 ) +0

別表第二十二 カルシウムの食事摂取基準 (mg/日 )(第五条関係)

別表第二十二 マグネシウムの食事摂取基準 (■g/日 )(第 五条関係 )

↑生男U

＼
年齢等

男 性 女性

推 定 平 均 必

要量

推奨量 目安量 推定平均必

要量

推奨量 目安量

0～ 5(月 )

6～ 11(月 )

1～ 2(歳 ) 60 70

3～ 5(歳 ) 80 100

6～ 7(歳 ) 115

8～ 9(歳 ) 140 160

10～ 11(歳 ) 210 180 210

12～ 14(歳 ) 250 300 230 270

15～ 17(歳 ) 350 250

18～ 29(歳 ) 290 340 230 270

30～ 49(歳 ) 310 370 240 280

50～ 69(歳 ) 290 350 240 290

70以 上 (歳 ) 220 270

妊婦 (付加量 ) +30 +40

授乎L婦 (付加 量 ) +0

(注) 通常の食品から摂取する場合については、上限量は設定 しない。通常の食品以外から摂取す

る場合については、 8歳未満の者にあつては体重 1キ ログラム当た り1日 5ミ リグラムを、 8

歳以上の者にあっては 1日 当た り350ミ リグラムを、それぞれ上限量 とする。



別表第二十四 リンの食事摂取基準 (叫/日 )(第 五条関係 )

必
男性 女性 イ

目安量 上限量 目安量 上限量

0～ 5(月 )

6～ 11(月 )
Ｏ
ι 280

1～ 2(歳 ) 650 600

3～ 5(歳 ) 800 800

6～ 7(歳 ) 1,000 900

8～ 9(歳 ) 1,100 1,000

10～ 11(歳 ) 1 150 1,050

12～ 14(歳 ) 1,350 1,100

15～ 17(歳 ) 1,250 1,000

18～ 29(歳 ) 1,050 3,500 3,500

30～ 49(歳 ) 1,050 3,500 900 3,500

50～ 69(歳 ) 1,050 3,500 900 3,500

70以 上 (歳 ) 1,000 3,500 900 3,500

妊婦 (付加量 ) +0

授乳婦 (付カロ量 )

別表第二十五 鉄の食事摂取基準 (皿g/日 )(第 五条関係 )

性男リ

年齢等

男性 女性

推 定 平

均 必 要

量

推奨量 目安量 上限量 月證 ■し 月経あり 目安量 上限量

推 定 平

均必 要

量

推奨量 推 定平

均必要

量

推奨量

0～ 5

(月 )

母乳栄養児 04 04

人工栄養児 77 77

6～ 11(月 ) 40

1～ 2(歳 ) 40 55

3～ 5(歳 ) 50

6～ 7(歳 ) 65 30 30

8～ 9(歳 ) 90 85

10～ 11(歳 ) 75 100 90 95 130
12～ 14(歳 ) 115 95 135 え

ｉ

15～ 17(歳 ) 90 105 45 110 40

18～ 29(歳 ) 90 105 40

30～ 49(歳 ) 75 90 105 40

50～ 69(歳 ) 50 90 105 45

70以 上 (歳 ) 65 45 50 60 40

妊婦 (付加量 ) +11 0 +130

授乳婦 (付加 量 ) +2 0 +25

(注) 過多月経 (月 経出血量が 1回 当た り80ミ リリットル以上)の者を除く。



別表第二十六 亜鉛の食事摂取基準 (嘔/日 )(第 五条関係 )

＼
年齢等

男性 女 性

推定平均

必要量

推奨量 目安量 上限量 推定平均

必要量

推奨量 目安量 上限量

0-5

(月 )

母予L栄養児 2 2

人工栄養児 3

6～ 11(月 )

1～ 2(歳 ) 4 4 3 4

3～ 5(歳 ) 5 6 5 6

6～ 7(歳 ) 5 6 5 6

8～ 9(歳 ) 6 7 5 6

10～ 11(歳 ) 6 8 6 7

12～ 14(歳 ) 7 9 6 7

15～ 17(歳 ) 8 6 7

18～ 29(歳 ) 8 9 6 7

30～ 49(歳 ) 8 9 6 7

50～ 69(歳 ) 8 9 6 7

70以 上 (歳 ) 7 30 6 7 30

妊婦 (付加量 )

授乳婦 (付加量 )
+3

別表第二十七 銅の食事摂取基準 (mg/日 )(第 五条関係 )

性 別

＼
＼

年齢等

男性 女性

推定平均

必要量

推奨量 目安量 上限量 推定平均

必要量

推奨量 目安量 上 限量

0～ 5(月 ) 03 03

6～ 11(月 )

1～ 2(歳 )

3～ 5(歳 ) 04 ｎ
Ｖ 03

6～ 7(歳 ) 03 04

8～ 9(歳 ) 04 04

10～ 11(歳 ) 05 06

12～ 14(歳 )
ｎ
Ｖ 08 07

15～ 17(歳 ) 09 05 ｎ
ｖ

18～ 29(歳 ) 06 08 05

30～ 49(歳 ) 06 10 07

50～ 69(歳 ) 06 07

70以 上 (歳 ) 08 07 10

妊婦 (付カロ量 )
+0 1 +01

授手L婦 (付加量) +05 +06



別表第二十人 マンガンの食事摂取基準 (mg/日 )(第 五条関係 )

蓼
男性 女 性

目安量 上限量 目安量 上限量

0～ 5(月 ) 0001 0001

6～ 11(月 ) 12

1～ 2(歳 ) 15

3～ 5(歳 ) 17

6～ 7(歳 ) 20 20

8～ 9(歳 )
０
４

10～ 11(歳 ) 30

12～ 14(歳 )

15～ 17(歳 )

18～ 29(歳 )
′
■ 11

30～ 49(歳 ) 11

50～ 69(歳 ) 11

70以 上 (歳 ) 11

妊婦 (付加量 )
+0

授幸L婦 (付加量 ) +0

別表第二十九 ヨウ素の食事摂取基準 (μ g/日 )(第 五条関係 )

′性別

＼
＼

年齢等

男 性 女 性

推 定平均

必要量

推奨量 目安量 上限量 推定平均

必要量

推奨量 目安量 上限量

0～ 5(月 ) 130 130

6～ 11(月 ) 170 170

1～ 2(歳 ) 40 60

3～ 5(歳 ) 50

6～ 7(歳 ) 60 80

8～ 9(歳 ) 70 100

10～ 11(歳 ) 120 80 ０
４

12～ 14(歳 ) 140 140

15～ 17(歳 ) 140 ｎ
υ 140

18～ 29(歳 ) 150 3,000 150 3,000

30～ 49(歳 ) 150 3,000 3,000

50～ 69(歳 ) 3,000 150 3,000

70以 上 (歳 ) 150 3,000 3,000

妊婦 (付カロ量 ) +75 +110

授乎L婦 (付カロ量 )
+130 +190



別表第二十 セ レンの食事摂取基準 (μ g/日 )(第 五条関係 )

＼
年齢等

男 性 女 性

推定平均

必要量

推奨量 目安量 上 限量 推定平均

必要量

推奨量 目安量 上限量

0～ 5(月 ) 16

6～ 11(月 ) 19

1～ 2(歳 ) 7 9 100 7 50

3～ 5(歳 ) 10 100

6～ 7(歳 ) 150

8～ 9(歳 ) 200 200

10～ 11(歳 ) 250 250

12～ 14(歳 ) 350 300

15～ 17(歳 ) 30 400 350

18～ 29(歳 ) 30 450
う
ん 350

30～ 49(歳 )
０
一 350

50～ 69(歳 ) 450 350

70以 上 (歳 ) 400 ０
を 350

妊婦 (付加量 )
+4 +4

授乳婦 (1寸 加量 )
+16 +20

別表第二十一 クロムの食事摂取基準 (μ g/日 )(第 五条関係 )

凶
男 性 女性

推定平均必要量 推奨量 推定平均必要量 推奨量

0～ 5(月 )

6～ 11(月 )

1～ 2(歳 )

3～ 5(歳 )

6～ 7(歳 )

8～ 9(歳 )

10～ 11(歳 )

12～ 14(歳 )

15～ 17(歳 )

18～ 29(歳 ) 40 つ
４

30～ 49(歳 ) 40

50～ 69(歳 )

70以 上 (歳 )

妊婦 (付カロ量 )

授乳婦 (付加量)



別表第二十二 モ リブデンの食事摂取基準 (μ g/日 )(第 五条関係 )

＼
年齢等

男 性 女性

推定平均必

要量

推奨量 上限量 推定平均必

要量

推奨量 上限量

0～ 5(月 )

6～ 11(月 )

1～ 2(歳 )

3～ 5(歳 )

6～ 7(歳 )

8～ 9(歳 )

10～ 11(歳 )

12～ 14(歳 )

15～ 17(歳 )

18～ 29(歳 ) 20 300 20 240

30～ 49(歳 ) 320 20 250

50～ 69(歳 ) 300 20

70以 上 (歳 ) 270 230

妊婦 (付加 量 )

授乎L婦 (付加量 )

別表第二十三 脂質の食事摂取基準 (%エ ネルギー)(第 五条関係)

凶
男 性 女性

目安量 目標量 目安量 目標量

0～ 5(月 )

6～ 11(月 ) 40

1～ 2(歳 ) 20以 上30未 満 20以 上30未 満

3～ 5(歳 ) 20以 上30未 満 20以 上30未 満

6～ 7(歳 ) 20以 上 30未満 20以 上 30未満

8～ 9(歳 ) 2o以 上30未満 20以 上30未満

10～ 11(歳 ) 20以 上 30未 満 20以 上30未満

12～ 14(歳 ) 20以 上30未 満 20以 上 30未満

15～ 17(歳 ) 2o以 上30未満 20以 上 30未満

18～ 29(歳 ) 20以上 30未 満 20以 上 30未満

30～ 49(歳 ) 20以 上25未 満 20以 上 25未満

50～ 69(歳 ) 2o以 上 25未満 20以 上25未満

70以 上 (歳 ) 15以 上 25未満 15以 上 25未満

妊 婦 20以 上 30未満

授平L婦 20以 上 30未満

(注) 脂質の総エネルギーに占める割合 (エ ネルギー比率)と して策定したものである。



別表第二十四 飽和脂肪酸の食事摂取基準 (%エネルギー)(第五条関係 )

別表第二十五 コレステ ロ■ルの食事摂取基準 (皿g/日 )(第 五条関係 )

又
男 性 女性

目標量 目標量

0～ 5(月 )

6～ 11(月 )

1～ 2(歳 )

3～ 5(歳 )

6～ 7(歳 )

8～ 9(歳 )

10～ 11(歳 )

12～ 14(歳 )

15～ 17(歳 )

18～ 29(歳 ) 45以上70未満 45以上70未満

30～ 49(歳 ) 45以 上70未満 45以 上70未満

50～ 69(歳 ) 45以 上70未満 45以 上70未満

70以 上 (歳 ) 45以 上70未満 45以 上70未満

妊 婦 45以 上70未満

授乎L婦 45以 上70未満

(注 ) 飽和脂肪酸の総エネルギーに占める割合 (エ ネルギー比率)と して策定 したものである。

必
男 性 女性

目標量 目標量

0～ 5(月 )

6～ 11(月 )

1～ 2(歳 )

3～ 5(歳 )

6～ 7(歳 )

8～ 9(歳 )

10～ 11(歳 )

12～ 14(歳 )

15～ 17(歳 )

18～ 29(歳 ) 750未 満 600未満

30～ 49(歳 ) 750未満 600未 満

50～ 69(歳 ) 750未 満 600未 満

70以 上 (歳 ) 750未 満 600未 満

妊 婦 600未 満

授平L婦 600未満



別表第二十六 ナ トリウムの食事摂取基準 (mg/日 )(第 五条関係 )

＼
年齢等

男 性 女性

推定平均 必

要量

目安量 目標量 推 定 平 均 必

要量

目安量 目標量

0～ 5(月 ) 100(025) 100(025)

6～ 11(月 ) 600(15) 600(15)

1～ 2(歳 ) (4未満 ) (3未 満 )

3～5(歳 ) (5未満 ) (5未 満 )

6～ 7(歳 )

“

未満 ) (6未 満 )

8～ 9(歳 ) (7未満 ) (7未 満)

10～ 11(歳 ) (9未 iin) (8未 満 )

12～ 14(歳 ) (10未満 ) (8未満 )

15～ 17(歳 ) (10未満 ) (8未 満 )

18～ 29(歳 ) 600(15) (10未満 ) 600(15) (8未満 )

30～49(歳 ) 600(1 5) (10未満 ) 600(15) (8未満 )

50～69(歳 ) 600(15) (10未満 ) 600(15) (8未満 )

70以 上 (歳 ) 600(15) (10未満 ) 600(15) (8未満 )

妊婦 (付カロ量 )

授乳婦 (11カロ量 )

(注) 括弧内は、食塩相当量 (g/日 )である。



参考資料 3

食事による栄養摂取量の基準を定める告示の改正に関する意見募集について

「食事による栄養摂取量の基準」を定める告示の改正について、平成22年 1月 18日 (月 )

から平成22年 2月 22日 (月 )ま で意見募集をしているところである。

食事 による栄養摂取量の基準 (平成二十一年厚生労働省告示第四百七号)の全部 を改正

する件 について (概要 )

1 趣 旨

厚生労働省では、熱量及び健康増進法施行規則 (平成 15年厚生労働省令第 86号)において

定めることとしている栄養素 (※ )に係る食事摂取基準 (糖類を除く。)を、「日本人の食事

摂取基準 (2005年版)」 (男1紙 1参照)を基本に、厚生労働大臣告示として規定 していると

ころ。

今般、「日本人の食事摂取基準 (2010年版)」 (別 紙 2参照)が策定され、平成 22年 4月

1日 から適用されることに伴い、告示を改正するもの。

(※ )・ たんぱく質

・ n-6系脂肪酸及びn-3系脂肪酸

口 炭水化物及び食物繊維

・ ビタミン A、 ビタミン D、 ビタミン E、 ビタミン K、 ビタミン Bl、 ビタミン B2ヽ ナイアシン、

ビタミン B6ヽ ビタミン B12ヽ 葉酸、バントテン酸、ビオチン及びビタミン C

・ カリウム、カルシウム、マグネシウム、リン、鉄、亜鉛、銅、マンガン、ヨウ素、セレン、

クロム及びモリブデン

ロ 脂質、飽和脂肪酸及びコレステロール

・ 糖類 (単糖類又は二糖類であって、糖アルコールでないものに限る。)

・ ナ トリウム

2 概要

「日本人の食事摂取基準 (2010年版)」 が策定され、熱量及び各栄養素の摂取量の基準に

係る年齢区分や数値の変更等が行われたことから、所要の改正を行うものである。

3 被改正法令

健康増進法第 30条の2の規定に基づき厚生労働大臣が定める食事による栄養摂取量の基準

4 施行日

平成 22年 4月 1日
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●基本的な方向性として、多数の者が利用する公共的な空間については、原則として全面禁煙であるべき。

●社会情勢の変化に応じて暫定的に喫煙可能区域を確保することもとり得る方策の一つ。

●受動喫煙を含むたばこの健康今の悪影響についてエビデンスに基づく正しい情報を発信し、受動喫煙防止対策

が国民から求められる気運を高めていくことが重要。

●喫煙者は自分のたばこの煙が周囲の者を曝露していることを認識することが必要。

施設・区域において推進すべき受動喫煙防止対策

・国及び地方公共団体は、全面禁煙とするべき施設・区域を示すことが必要。
口国は、受動喫煙防止対策の取組について、進捗状況や実態を把握することが必要。

・施設管理者及び事業者は、全面禁煙が困難である場合においても、適切な受動喫煙防止措置を講ずるよう努めることが必要。
日喫煙可能区域を確保した場合には、その区域に未成年者や妊婦が立ち入ることがないようにする措置を講ずることが必要。
口従業員を健康被害から守るための対応について検討を深めることが必要。

口受動喫煙防止対策に有用な調査口研究を進め、エビデンスに基づく正しい情報を発信することが必要。

・禁煙を促す情報等を発信することが必要。また、「残留たばこ成分」等の新しい概念や新しいたばこ関連製品に関する健康影響

についての情報提供も重要。

・たばこの健康への悪影響について普及啓発し、禁煙を促す方法等について、健康教育の一環として一層推進することが必要。
・保健医療従事者は、健康教育(特に禁煙教育や喫煙防止教育)に積極的に携わつていく責務があることを自覚することが必要。

口暫定的に喫煙可能区域を確保する場合には、子どもに被害が及ばないところとする等の措置も検討することが必要。
口職場における受動喫煙防止対策について検討していくことが必要。

・たばこ価格・たばこ税の引上げによる喫煙率低下の実現に向けて引き続き努力することが必要。
日受動喫煙防止対策を実効性を持つて持続的に推進するための努力を更に継続していくことが必要。

・社会全体として受動喫煙防止対策に取り組むという気運を従来にも増して醸成することが重要であり、そのための効果的な

方策を探るとともに、速やかに行動に移すことが必要。

その他の対策

今後の課題
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受動喫煙防止対策のあり方に関する検討会 報告書

I はじめに

我が国の受動喫煙防止対策は、平成12年に策定された「21世紀における国民健康づく

り運動 (健康日本21)」 において「たばこ」に関する目標の一つとして「公共の場及び職場にお

ける分煙の徹底及び効果の高い分煙に関する知識の普及」を掲げ取り組んでいるほか、平

成 15年から施行されている健康増進法第25条に基づき、取組を推進してきたところであ

る。

平成17年 2月 には、「たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約」(以下「条約」とい

う。)が発効し、平成 19年 6月 から7月 にかけて開催された第2回締約国会議において、「た

ばこの煙にさらされることからの保護に関するガイドライン」がコンセンサスをもつて採択された。

我が国も条約の締約国として、たばこ対策の一層の推進が求められている。

また、これらを受けて、公共の場や職場においても禁煙区域を設ける動きがみられてきた。

こうした背景のもと、我が国の受動喫煙防止対策について、改めて現状を把握しt基本的

考え方を整理するとともに、今後の対策の方向性を示すため、受動喫煙防止対策のあり方

に関する検討会を開催し、平成20年 3月 26日 より6回にわたり議論し、意見聴取を踏まえ

た検討を経て、報告書をまとめるに至つた。

Ⅱ 現況認識と基本的考え方

1.現況認識

(1)受動喫煙が死亡、疾病及び障害を引き起こすことは科学的に明らかであり、国際機

関や米英をはじめとする諸外国における公的な総括報告において、以下が報告されて

いる。

①  受動喫煙は、ヒトに対して発がん性がある化学物質や有害大気汚染物質ヘ

の曝露である。
1)

② 受動喫煙の煙中には、ニコチンや一酸化炭素など様々な有害化学物質が含

まれており、特にヒトヘの発がん性がある化学物質であるベンゾピレン、ニトロソアミ

ン等も含まれている。1)

③ 受動喫煙は、乳幼児突然死症候群、子どもの呼吸器感染症や喘息発作の

誘発など呼吸器疾患の原因となる。特に親の喫煙によつて、子どもの咳口たんなど

の呼吸器症状や呼吸機能の発達に悪影響が及ぶ。
1)

④ 受動喫煙によつて、血管内皮細胞の障害や血栓形成促進の作用が認められ、

冠状動脈疾患の原因となる。
1)

⑤ 受動喫煙によつて、急性の循環器への悪影響がある。1)

また、受動喫煙を防止するため公共的な空間での喫煙を規制した国や地域から、規

制後、急性心筋梗塞等の重篤な心疾患の発生が減少したとの報告が相次いでなされ

ている。
2)3)



(2)我が国の現在の成人喫煙率は男女合わせて24.1%の であり、非喫煙者は未成年

者を含む全人口の4分の3を超えているが、受動喫煙の被害は喫煙者が少なくなれば

軽減されるというものではない。たとえ喫煙者が一人であつても、その一人のたばこの煙に

多くの非喫煙者が曝露されることがある。

また、家庭に子どもや妊産婦のいる割合が高い20代・30代の喫煙率は、その他の

年代と比べて高く、20代では男性47.5%、 女性 16.7%、 30代では男性55.6%、

女性17.2%となつている
4)。

少量のたばこの煙への曝露であつても影響が大きい子ども

や妊婦などが、たばこの煙に曝露されることを防止することが重要で喫緊の課題となつて

いる。

(3)こうした中、我が国では、日本学術会議からの脱たばこ社会の実現に向けた提言
5)、

神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例の制定に向けた取組、成人識別機

能付自動販売機の導入 (平成20年 7月 より全国稼働 )、 」Rやタクシーなど公共交通

機関における受動喫煙防止対策の取組の前進など、たばこをめぐる環境が変化しつつ

あり、たばこ対策について国民の関心も高まってきている。

(4)国際的には、平成17年 2月 に、たばこの消費及び受動喫煙が健康、社会、環境及

び経済に及ぼす破壊的な影響から現在及び将来の世代を保護することを目的として、

条約が発効され、第8条において、「たばこの煙にさらされることからの保護」として、受動

喫煙防止に関する下記条項が明記されている。

・ 1 締約国は、たばこの煙にさらされることが死亡、疾病及び障害を引き起こすこと

が科学的証拠により明白に証明されていることを認識する。

・ 2締約国は、屋内の職場、公共の輸送機関、屋内の公共の場所及び適当な場

合には他の公共の場所におけるたばこの煙にさらされることからの保護を定める効

果的な立法上、執行上、行政上又は他の措置を国内法によつて決定された既

存の国の権限の範囲内で採択し及び実施し、並びに権限のある他の当局による

当該措置の採択及び実施を積極的に促進する。

また、平成 19年 6月 から7月 にかけて開催された第2回 締約国会議において「たばこ `

の煙にさらされることからの保護に関するガイドライン」が策定されたことや各国の状況等

の国際的な潮流も踏まえ、条約締約国である我が国においても受動喫煙防止対策を

一層推進し、実効性の向上を図る必要がある。

2.基本的考え方

(1)受動喫煙防止対策の推進に当たつて、受動喫煙を含むたばこの健康への悪影響に

ついてエビデンスに基づく正しい情報を発信し、一人ひとりがたばこの健康への悪影響に

ついて理解を深めるとともに、ニーズに合わせた効果的な普及啓発を一層推進すること

により、受動喫煙防止対策があまねく国民から求められる気運を高めていくことが重要で

ある。



また、喫煙者の喫煙の自由や権利が主張されることがあるが、喫煙者は自分の呼出

煙、副流煙が周囲の者を曝露していることを認識する必要があるとともに、喫煙者の周

囲の者が意図せずしてたばこの煙に曝露されることから保護されるべきであること、受動

喫煙というたばこの害やリスク(他者危害 )から守られるべきであることを認識する必要が

ある。

(2)今後の受動喫煙防止対策は、基本的な方向性として、多数の者が利用する公共

的な空間については、原則として全面禁煙であるべきである。特に、子どもが利用する

学校や医療機関などの施設をはじめ、屋外であつても、公園、遊園地や通学路などの

空間においては、子どもたちへの受動喫煙の被害を防止する措置を講ずることが求めら

れる。そのためには、国や地方公共団体はもちろんのこと、様々な分野の者や団体が取

組に参画し、努力する必要がある。

(3)一方で、我が国の飲食店や旅館等は、中小規模の事業所が多数を占めている中で、

昨今の世界的な社会経済状態の影響等も相まつて、飲食店経営者や事業者等にとつ

て、自発的な受動喫煙防止措置と営業とを両立させることが困難な場合があるとの意

見がある。このような意見も考慮した上で、受動喫煙防止対策の基本的な方向性を踏

まえつつ、対策を推進するためIJよ 、社会情勢の変化に応じて暫定的に喫煙可能区域

を確保することもとり得る方策の一つである。

Ⅲ 今後推進すべき受動喫煙防止対策について

(施設口区域において推進すべき受動喫煙防止対策 )

(1)国及び地方公共団体は、多数の者が利用する施設・区域のうち、全面禁煙とするべ

き施設口区域を示すことが必要である。例えば、その施設を利用することが不可避である、

医療機関、保健センター等の住民の健康維持・増進を目的に利用される施設、官公

庁、公共交通機関等が考えられる。

(2)国 は、多数の者が利用する施設における受動喫煙防止対策の取組について、進捗

状況や実態を把握する必要がある。

(3)施設管理者及び事業者は、多数の者が利用する施設の規模・構造、利用状況等

により、全面禁煙が困難である場合においても、「分煙効果判定基準策定検討会報

告書」
6)等

を参考に、適切な受動喫煙防止措置を講ずるよう努める必要がある。また、

将来的には全面禁煙を目指すよう努める必要がある。

(4)中小規模の事業所が多数を占める飲食店や旅館等では、自発的な受動喫煙防止

措置と営業を両立さ世ることが困難な場合があることに加え、利用者に公共的な空間と

いう意識が薄いため、受動喫煙防止対策の実効性が確保し難い状況にある。しかしな



がら、このような状況にあつても、受動喫煙をできる限り避けたいという利用者が増え

てきていることを十分考慮し、喫煙席と禁煙席の割合の表示や、喫煙場所をわかりや

すく表示する等の適切な受動喫煙防止措置を講ずることにより、意図せずしてたばこの

煙に曝露されることから人々を保護する必要がある。

また、国民は、受動喫煙の健康への悪影響等について十分理解し、施設内での受

動喫煙防止対策や表示等を十分意識する必要がある。国及び地方公共団体等は、

わかりやすい情報提供がなされるよう環境整備に努める必要がある。

(5)喫煙可能区域を確保した場合においては、喫煙可能区域に未成年者や妊婦が立ち

入ることがないようにする措置を講ずる必要がある。例えば、その場が喫煙可能区域で

あり、たばこの煙への曝露があり得ることを注意喚起するポスター等を掲示する等の措置

が考えられる。

また、このような場合においては、従業員についてみれば、長時間かつ長期間にわたり

たばこの煙に曝露されることもあるため、従業員を健康被害から守るための対応について

検討を深める必要がある。

(エビデンスに基づく正しい情報の発信)

(6)国内での受動喫煙防止対策に有用な、下記のような調査口研究を進める必要があ

る。

① 我が国の特殊性を考慮しながら、室内空間の変化に対応した受動喫煙による

曝露状況の調査やバイオマーカー(注 1)を用いた受動喫煙によるたばこの煙への

曝露を評価口把握するための研究

② 受動喫煙曝露による生体への影響の詳細について諸外国との比較研究調査

や規制によるサービス産業への経済影響に関する調査研究、これまでの研究結

果を利用したメタアナリシス(注2)等

③ 調査口研究によつて得られたエビデンスや結果を有効に発信するための仕組みに

関する研究

(注 1)バイオマーカー:血液や尿に含まれる生体由来の物質で、体内の生物学的変化をとらえるた

めの指標となるもの

(注 2)メタアナリシス:過去に行われた複数の研究成果を集積・統合し解析する研究手法。これに

より、研究成果の信頼性の向上を図ることができる

(7)国 口地方公共団体は、これらの研究成果を活用し、受動喫煙の実態や健康への悪

影響、諸外国の取組状況等について情報提供を進めることが必要である。

(8)このほか、受動喫煙防止対策の推進に当たり、ニコチン代替製剤や内服薬等の禁煙

補助薬等、禁煙希望者が安くかつ楽に禁煙する方法等の禁煙を促す情報等について

も発信する必要がある。特に薬局にて禁煙補助薬が入手可能になつたことを広く周知



する必要がある。また、「残留たばこ成分」等の新しい概念や煙の出ないいわゆる「無煙

たばこ」等の新しいたばこ関連製品に関する健康影響についての情報提供も重要であ

る。

(普及啓発の促進 )

(9)たばこの健康への悪影響について普及啓発し、禁煙を促す方法等について、健康教

育の一環として、地域、職域、学校、家庭等において、関係者の対話と連携のもとで一

層推進する必要がある。特に健康被害を受けやすい手L幼児の家庭内受動喫煙防止

のために、妊婦健診や両親教室など様々な機会を提えて、禁煙とその継続を図るよう

啓発することが重要である。

(10)また、保健医療従事者は、専門領域や本人の喫煙状況等にかかわらず、たばこの健

康への悪影響について正確な知識を得て、健康教育、特に禁煙教育や喫煙防止教

育にこれまで以上に積極的に携わつていく責務があることを自覚する必要がある。

Ⅳ 今後の課題

今後検討を行つていく必要のある課題として、以下の事項が考えられる。

(1)受動喫煙については、子どもや妊産婦など特に保護されるべき立場の者への悪影響

が問題となつている。屋外であつても、子どもや多数の者の利用が想定される公共的な

空間 (例えば、公園、通学路等 )での受動喫煙防止対策は重要である。しかしながら、

路上喫煙禁止等の措置によつて喫煙者が公園において喫煙するという状況がみられる。

受動喫煙防止対策の基本的な方向性を踏まえつつ、対策を推進するために、暫定的

に喫煙可能区域を確保する場合には、子どもに被害が及ばないところとする等の措置も

検討する必要がある。

(2)職場によつては従業員本人の自由意思が表明しにくい可能性もあることも踏まえ、職

場において可能な受動喫煙防止対策について検討していく必要がある。

(3)たばこ価格・たばこ税の引上げによつて喫煙率の低下を図ることは重要であり、その実

現に向けて引き続き努力する必要がある。

(4)国 、地方公共団体等の行政機関の協働・連携を図るなど、受動喫煙防止対策を実

効性を持つて持続的に推進するための努力を更に継続していく必要がある。

また、諸外国におけるクイットライン(電話による禁煙相談 )のように手軽に活用できる

禁煙支援のための方策口連携体制の構築等について検討する必要がある。

(5)受動喫煙の健康への悪影響について、国民や関係者が十分理解し、自ら問題意識

をもつて、共同体の一員として問題解決に臨む必要がある。受動喫煙防止対策を実効



性をもつて持続的に推進するためには、社会全体として受動喫煙防止対策に取り組むと

いう気運を従来にも増して醸成することが重要であり、そのための効果的な方策を探ると

ともに速やかに行動に移す必要がある。

V おわりに

健康 日本21や健康増進法、条約に基づき、今後とも受動喫煙防止対策を含めたたばこ

対策を推進し、国民の健康増進を図る必要がある。受動喫煙防止対策は、その進捗状況

及び実態を踏まえるとともに、諸外国の状況や経験を参考にしながら、更なる対策の進展に

向け、関係者の参画のもとで系統的な取組を行い、評価する必要がある。

1)丁 he Health Consequences of lnvoluntary Exposure to丁 obacco Smoke``A Report of

Surgeon Genera1 2006

2)Glantz SA.Meta一 analysis of the effects of smokefree laws on acute myocardial

infarction:An update.Preventive Medicine.2008;47;452-53

3)Pe‖ 」P et al.Smoke一free legislation and hospitalizations for acute coronary syndrome.

N Engl」 iИ ed 2008;359:482-91

4)平成20年 12月 25日「平成19年国民健康口栄養調査概要」:厚生労働省

5)平成20年 3月 4日「脱タバコ社会の実現に向けて」:日 本学術会議

6)平成 14年 6月 分煙効果判定基準策定検討会報告書 :厚生労働省



参考資料5

今後の受動喫煙防止対策について(新旧対照表)

25乗の規定において!学校、体育館、病院、劇場、観覧場、
、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他多数の者が利用する施設を管理
る者は、これらを利用する者について、受動喫煙を防止するために必要な措置を

るよう努めなければならない」こととした。また、本条において受動喫煙とは「室
内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされること」と定義し

への悪影響については、科学的に明らかとなっている。

百よる藤 天鵡 響着荊蕪隧蓬万直酵瑯め著
る施設を管理する者に対し、受動喫煙を防止する措置をとる努力義務を課すことと
し、これにより、国民の健康増進の観点からの受動喫煙防止の取組を積極的に推
することとしたものである。

受動喫煙による健康への悪影響については、流涙、鼻閉、頭痛等の諸症状や呼
吸抑制、心拍増加、血管収縮等生理学的反応等に関する知見が示されるとともに、

影響として、肺がんや循環器疾患等のリスクの上昇を示す疫学的研究があり、
(国際がん研究機関)は、証拠の強さによる発がん性分類において、たばこ

を、グループ1(グループ1～ 4のうち、グループ1は最も強い分類。)と分類してい
る。さらに、受動喫煙により非喫煙妊婦であつても低出生体重児の出産の発生率が

自動喫煙による健康への悪影響については、流涙、鼻閉、頭痛等の諸症状や
抑制、心拍増加、血管収縮等生理学的反応等に関する知見が示されるととも

に、慢性影響として、肺がんや循環器疾患等のリスクの上昇を示す疫学調査があ
り、IARC(国際がん研究機関)は 、証拠の強さによる発がん性分類において、たば
こをグループ1と分類している。

また、受動喫煙により非喫煙妊婦であつても低出生体重児の出産の発生率が上
昇するという研究報告がある。



2 2健康増進法第25条の対象となる施設

法第25条の規定においてその対象となる施設として、学校、体育館、病院、劇
場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所t官公庁施設、飲食店が明示されて
いるが、本条における「その他の施設」は、鉄軌道駅、バスターミナル、航空旅客
ターミナル、旅客船ターミナル、金融機関、美術館、博物館、社会福祉施設、商店、
ホテル、旅館等の宿泊施設、屋外競技場、遊技場、娯楽施設等多数の者が利用す
る施設を含むものであり、本条の趣旨にかんがみ、鉄軌道車両、バス、タクシー、航
空機及び旅客船などについても「その他の施設」に含むものである。

(略 )

新設

今後の受動喫煙防止対策の基本的な方向性として、多数の者が利用する公共的
な空間については、原副|として全面埜煙でふふべきでふス^一ナ不 仝面埜極バオ雨

新設

めて困難な場金霊 においては、当面 、施設の熊様 や利用者 の二―ズに庶 l〕 f‐ 摘切
な受動喫煙防止対策を進めることとする。
また、特に、屋外であっても子どもの利用が想定される公共的な空間で塁二手動

喫煙防止のための配慮が必要である。

3.受動喫煙防止措鷲の具体的方法

(1)施設・区域における受動喫煙防止対策
全面禁煙は、受動喫煙対策として極めて有効であると考えられているため、受動

喫煙防止対策の基本的な方向性として、多数の者が利用する公共的な空間につい
ては、原則として全面禁煙であるべきである。全面禁輌存行っている場所で1士 ^子の

受勤喫煙防止の措置には、当該施設内を全面禁煙とする方法と施設内の喫煙場
所と非喫煙場所を喫煙塁玉ilら非喫煙場所にたばこの煙が流れ出ないように分割
(分煙)する方法がある。全面禁煙は、受動喫煙防止対策として極めて有効である
が、施設の規模・構造、利用状況等は、各施設により様々であるため、施設の態様
壺型皿童の二=三二血山昼固馳型塞珈期回匠上対策を進める必要がある。その際旨を表示し周知を図るとともに、来客者等にも理解と協力を求める等の対応をとる

必要がある。

主た、少なくとも官公庁や医療施設においては、全面禁蝉とするこルが望支 l´ い
には、公共性等の当該施設の社会的な役割も十分に考慮 に入れて、「分煙効果判
申其塗筈申綸計全錦善彗 l`軍 庁 14生 6日 _柵車 I士 鴨:送のル於ιl太サ l士 ほ4r■ riH

(2)全面禁煙が極めて困難である施設・区域における受動喫煙防止対策
多数の者が利用する施設の規模・構造、利用状況等は、全面禁輌が極めて困難

省ホニムページ参照のこと6)などを参童上しながら、喫煙場所から非喫煙場所にた
ばこの煙が流れ出ないよう、適切な受動喫煙防止措置の方法を採用する必要があ
生
なお、完全禁煙を行っている場所では、その旨を表示しはまた、分煙を行っているである場合には、施設管理者に対して、当面の間、喫煙可能区域を設定する等の

受動喫煙防止対策を求めることとし、将来的には全面禁煙を目指すことを求める。
全面禁煙が極めて困難である場合においても、「分煙効果判定基準策定検討会

場所では、禁煙場所と喫煙場所の表示を明確に行い、周知を図るとともに、来客者
等にその旨空知らせて理解と協力を求める等の措置を取ることも受動喫煙防止対

報告書」(平成 14年 6月 )等を参考に、喫煙場所から非喫煙場所にたばこの煙が琉 策として効果的と考えられる。壺らに、労働者のための受動喫煙防止措置は、「職場
曇受動喫煙防止措置を講ずるよう努める必要 こおける喫揮 対策のをめのガイドうイン !`平 成 8年 2月 21日 付 け労働 省彎種膜 淮

がある。喫煙可能区域を設定した場合においては、禁煙区域と喫煙可能区域存明 局長涌津 ^甲_直 し作業中 ^)に即 [´ て対策が識 ltられるこルが望主 l´ い
確に表示し、周知を図り、理解と協力を求めるとともに、喫煙可能区域に未成年者
や妊婦が立ち入ることがないように、措置を講ずる必要があるハ例えば、当該区域
が喫煙可能区域であり、たばこの煙への曝露があり得ることを注意喚起するポス



2)都道府県労働局においても、職場における受動喫煙防止対策を推進しているこ
とから、法第25条に基づく施策の実施に当たっては、管内労働局との連携を図る。 4.(1)から移動

の管理者は多岐にわたるが、これらの管理者を集
て受動喫煙の健康への悪影響や各地の好事例の紹介等を内容とした講習会を

るなど、本条の趣旨等の周知徹底を図る。この際、職場における受
進のための教育については、「職場における喫煙対策推進のための教育の実

こついて」(平成 16年 5月 13日 付け基発第0513001号厚生労働省労働基準
通達)により都道府県労働局が推進していることに留意する。

4.(2)から移動

その他 (1)へ移動

3)平成15年度より、(3)平成15年度より、国晨牛活金融公腫の生活衛生資金貸付の対象として、受動
喫煙防止施設が追加されていることから、飲食店、旅館等の生活衛生関係営業者
に対して、これを周知する。また、都道府県や市町村において、禁煙支援の保健指
導、分煙方法の情報提供等を実施している場合、事業者や個人の参加をよリー層

新設

1)平成 15年度より、株式会社 日本政策金融公庫 (旧 国民生活金融公庫)の

衛生資金貸付の対象として、受動喫煙防止施設が追加されていることから、飲食
店、旅館等の生活衛生関係営業者に対して、これを周知する。また、都道府県や市
町村において、禁煙支援の保健指導、分煙方法の情報提供等を実施している場
合、事業者や個人の参加をよリー層促すよう努力する。

4.(3)から移動

イ 受動喫煙防止対策の推進に当たり、ニコチン代替製剤や内服薬等の禁煙補
助薬による禁煙方法等の禁煙を促す情報等を提供する。
ウ たばこの健康への悪影響について普及啓発し、禁煙を促す方法等について、

,一層推進する。
特に健康被害を受けやすい乳幼児の家庭内受動喫煙防止のために、妊婦健診や

両親教室など様 々な機会を提えて、禁煙とその継続を図るよう啓発する。



参考資料6

厚生科学審議会関係規程等

○ 厚生科学審議会の構成について ‐…………………………………

○ 厚生労働省設置法 (抄  ……………………口,… …………………

○ 厚生科学審議会令 ……………………………………………………Ⅲ

O 厚生科学審議会運営規程 …………………………………………



厚生科学審議会 [30名 以内]厚生

感 染 症 分 科 会

感 染 症 部 会

結 核 部 会

生 活 衛 生 適 正 化 分 科 会

科 学 技 術 部 会

医 療 関 係 者 部 会

疾 病 対 策 部 会
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岸
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厚生科学審議会の構成について

労働省設置法 (平成¬¬年7月 16日 法律第97号 )により設置

厚生科学審議会令 (平成¬2年 6月 7日 政令第283号 )により設置

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する重要事項
を処理すること。検疫法及び感染症の予防及び感染症の患者に対す
る医療に関する法律の規定により厚生科学審議会の権限に属されら
れた事項を処理すること。

結核の予防及び結核の患者に対する医療に関する重要事項を処理
すること。

厚生科学審議会令 (平成12年 6月 7日 政令第283号 )により設置

疾病の予防及び治療に関する研究その他所掌事務に関する科学技
術に関する重要事項を調査審議すること。

保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、あん
摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師又は柔道整復師の学校又は養
成所若しくは養成施設の指定又は認定に関する重要事項を調査審議
すること。

特定の疾患 (難病、アレルギー等)の疾病対策及び臓器移植対策に
関する重要事項を調査審議すること。

地域保健の向上、国民の健康の増進、栄養の改善及び生活習慣病
対策に関する重要事項を調査審議すること。

建築物衛生その他生活衛生に係る生活環境に関する重要事項及び
水道に関する重要事項を調査審議すること。

精子・卵子・胚の提供等による生殖補助医療に関する重要事項を調
査審議することよ

医薬品のリスク等の程度に応じて適切な情報提供等がなされる実効
性のある制度を構築するため、医薬品販売のあり方全般の見直しにつ
いて調査審議すること。

原因の明らかでない公衆衛生上重大な危害が生じ、又は生じるおそ
れがある緊急の事態への対処に関することとする。但し、他の分科会・

部会に所掌に属するものを除〈。

化学物質の審査及び製造等の規制に関し、化学物質管理をとりまく
環境の変化を踏まえ、リスク評価の方法等について調査審議すること。



厚

生

労

働

省

設

置

法

年

七

月

十

六

日

法

律

第

九

十

七

号

（
平

成

十

（
抄

）

し

こ

　

。

イ

　

疾

病

の

予

防

及

び

治

療

に

関

す

る

研

究

そ

の

他

所

掌

事

務

に

関

す

る

科

学

技

術

に

関

す

る

重

要

事

項

口
　

公

衆

衛

生

に

関

す

る

重

要

事

項

一
一
　

前

号

口

に

掲

げ

る

重

要

事

項

に

関

し

、

厚

生

労

働

大

臣

又

は

関

係

行

政

機

関

に

意

見

を

述

べ

る

こ

と

。

〓
一
　

厚

生

労

働

大

臣

又

は

文

部

科

学

大

臣

の

諮

問

に

応

じ

て

保

健

師

、

助

産

師

、

看

護

師

、

准

看

護

師

、

理

学

療

法

士

、

作

業

療

法

士

、

あ

ん

摩

マ

ッ
サ

ー

ジ

指

圧

師

、

は

り

師

、

き

ゆ

う

師

又

は

柔

道

整

復

師

の

学

校

又

は

養

成

所

若

し

く

は

養

成

施

設

の

指

定

又

は

認

定

に

関

す

る

重

要

事

項

を

調

査

審

議

す

る

こ

と

。

四

　

感

染

症

の

予

防

及

び

感

染

症

の

患

者

に

対

す

る

医

療

に

関

す

る

法

律

（
平

成

十

年

法

律

第

百

十

四

号

）
、

検

疫

法

（
昭

和

二

十

六

年

法

律

第

二

百

一
号

）

及

び

生

活

衛

生

関

係

営

業

の

運

営

の

適

正

化

及

び

振

興

に

関

す

る

法

律

の

規

定

に

よ

り

そ

の

権

限

に

属

さ

せ

ら

れ

た

事

項

を

処

理

す

る

こ

と

。

第
~人

^
条 厚

厚  生

生 厚 科

労 生 学

働 科 審

大 学 議

臣 審 会

の 議
V

諮 会

問 は

に

応
次

じ
に

る っ
重 か
要 さ
事 ど

項 る

を 。

調

査

審

議

す

る

2

定 そ

め の 前
る 他 項°

の に

職 定
貝 め
そ

る
の

も
他

の
厚

の

曇量

必 議

要 ム

な
の

事 組

項 織

に

っ 所

ぃ 掌

て 事

は 務
｀
及

政 び

令 委

で 員



厚
生
科
学
審
議
会
令

（平
成
十
二
年
六
月
七
日
政
令
第
二
百
八
十
三
号
）

内
閣
は
、
厚
生
労
働
省
設
置
法

（平
成
十

一
年
法
律
第
九
十
七
号
）
第
人
条
第
二

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（組
織
）

第

一
条
　
厚
生
科
学
審
議
会

（
以
下

「審
議
会
」
と
い
う
。
）
は
、
委
員
三
十
人
以

内
で
組
織
す
る
。

２
　
審
議
会
に
、
特
別
の
事
項
を
調
査
審
議
さ
せ
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
臨

時
委
員
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
審
議
会
に
、
専
門
の
事
項
を
調
査
さ
せ
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
専
門
委

員
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

（委
員
等
の
任
命
）

第
二
条
　
委
員
及
び
臨
時
委
員
は
、
学
識
経
験
の
あ
る
者
の
う
ち
か
ら
、
厚
生
労
働

大
臣
が
任
命
す
る
。

２
　
専
門
委
員
は
、
当
該
専
門
の
事
項
に
関
し
学
識
経
験
の
あ
る
者
の
う
ち
か
ら
、

厚
生
労
働
大
臣
が
任
命
す
る
。

（委
員
の
任
期
等
）

第
二
条
　
委
員
の
任
期
は
、
二
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
補
欠
の
委
員
の
任
期
は
、
前

任
者
の
残
任
期
間
と
す
る
。

２
　
委
員
は
、
再
任
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
臨
時
委
員
は
、
そ
の
者
の
任
命
に
係
る
当
該
特
別
の
事
項
に
関
す
る
調
査
審
議

が
終
了
し
た
と
き
は
、
解
任
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

４
　
専
門
委
員
は
、
そ
の
者
の
任
命
に
係
る
当
該
専
門
の
事
項
に
関
す
る
調
査
が
終

了
し
た
と
き
は
、
解
任
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

５
　
委
員
、
臨
時
委
員
及
び
専
門
委
員
は
、
非
常
勤
と
す
る
。

（会
長
）

第
四
条
　
審
議
会
に
会
長
を
置
き
、
委
員
の
互
選
に
よ
り
選
任
す
る
。

２
　
会
長
は
、
会
務
を
総
理
し
、
審
議
会
を
代
表
す
る
。

３
　
会
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
そ
の
指
名
す
る
委
員
が
、
そ
の
職

務
を
代
理
す
る
。

（分
科
会
）

第
五
条
　
審
議
会
に
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
分
科
会
を
置
き
、
こ
れ
ら
の
分
科

会
の
所
掌
事
務
は
、
審
議
会
の
所
掌
事
務
の
う
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲

げ
る
と
お
り
と
す
る
。

生
活
衛
生
適
正
化
分
科
会

感
染
症
分
科
会

名

称

一
　

生
活
衛
生
関
係
営
業
に
関
す
る
重
要
事
項

を
調
査
審
議
す
る
こ
と
。

一
一　
生
活
衛
生
関
係
営
業

の
運
営

の
適
正
化
及

び
振
興
に
関
す
る
法
律

（昭
和
三
十
二
年
法

律
第
百
六
十
四
号
）

の
規
定
に
よ
り
審
議
会

の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
項
を
処
理
す
る

こ

と

。

一　

感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対

す
る
医
療
に
関
す
る
重
要
事
項
を
調
査
審
議

す
る
こ
と
。

一
一　
検
疫
法

（昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百

一

号
）
及
び
感
染
症

の
予
防
及
び
感
染
症

の
患

者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律

（平
成
十

年
法
律
第
百
十
四
号
）

の
規
定
に
よ
り
審
議

会
の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
項
を
処
理
す

）（
〕
）
」
レ
⊂
。 所

掌

事

務

２
　
前
項
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
分
科
会
に
属
す
べ
き
委
員
、
臨
時
委
員
及
び
専
門

委
員
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
指
名
す
る
．

３
　
分
科
会
に
分
科
会
長
を
置
き
、
当
該
分
科
会
に
属
す
る
委
員
の
互
選
に
よ
り
選

任
す
る
。



４
　
分
科
会
長
は
、
当
該
分
科
会
の
事
務
を
掌
理
す
る
。

５
　
分
科
会
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
分
科
会
に
属
す
る
委
員
又
は
臨
時
委

員
の
う
ち
か
ら
分
科
会
長
が
あ
ら
か
じ
め
指
名
す
る
者
が
、
そ
の
職
務
を
代
理
す

Ｚ
つ

。

６
　
審
議
会
は
、
そ
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
分
科
会
の
議
決
を
も

つ
て
審
議
会

の
議
決
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（部
会
）

第
六
条
　
審
議
会
及
び
分
科
会
は
、
そ
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
部
会
を
置
く
こ

と
が
で
き
る
。

２
　
部
会
に
属
す
べ
き
委
員
、
臨
時
委
員
及
び
専
門
委
員
は
、
会
長

（分
科
会
に
置

か
れ
る
部
会
に
あ

つ
て
は
、
分
科
会
長
）
が
指
名
す
る
。

３
　
部
会
に
部
会
長
を
置
き
、
当
該
部
会
に
属
す
る
委
員
の
互
選
に
よ
り
選
任
す
る
。

４
　
部
会
長
は
、
当
該
部
会
の
事
務
を
掌
理
す
る
。

５
　
部
会
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
部
会
に
属
す
る
委
員
又
は
臨
時
委
員
の

う
ち
か
ら
部
会
長
が
あ
ら
か
じ
め
指
名
す
る
者
が
、
そ
の
職
務
を
代
理
す
る
。

６
　
審
議
会

（分
科
会
に
置
か
れ
る
部
会
に
あ

つ
て
は
、
分
科
会
。
以
下
こ
の
項
に

お
い
て
同
じ
。
）
は
、
そ
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
部
会
の
議
決
を
も

つ
て
審

議
会
の
議
決
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（議
事
）

第
七
条
　
審
議
会
は
、
委
員
及
び
議
事
に
関
係
の
あ
る
臨
時
委
員
の
過
半
数
が
出
席

し
な
け
れ
ば
、
会
議
を
開
き
、
議
決
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

２
　
審
議
会
の
議
事
は
、
委
員
及
び
議
事
に
関
係
の
あ
る
臨
時
委
員
で
会
議
に
出
席

し
た
も
の
の
過
半
数
で
決
し
、
可
否
同
数

の
と
き
は
、
会
長
の
決
す
る
と
こ
ろ
に

よ

る

。

３
　
前
二
項
の
規
定
は
、
分
科
会
及
び
部
会
の
議
事
に
準
用
す
る
。

（資
料
の
提
出
等
の
要
求
）

第
人
条
　
審
議
会
は
、
そ
の
所
掌
事
務
を
遂
行
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と

き
は
、
関
係
行
政
機
関
の
長
に
対
し
、
資
料
の
提
出
、
意
見
の
表
明
、
説
明
そ
の

他
必
要
な
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（庶
務
）

第
九
条
　
審
議
会
の
庶
務
は
、
厚
生
労
働
省
大
臣
官
房
厚
生
科
学
課
に
お
い
て
総
括

し
、
及
び
処
理
す
る
。
た
だ
し
、
感
染
症
分
科
会
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
厚
生

労
働
省
健
康
局
結
核
感
染
症
課
に
お
い
て
、
生
活
衛
生
適
正
化
分
科
会
に
係
る
も

の
に
つ
い
て
は
厚
生
労
働
省
健
康
局
生
活
衛
生
課
に
お
い
て
処
理
す
る
。

（雑
則
）

第
十
条
　
こ
の
政
令
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
議
事
の
手
続
そ
の
他
審
議
会
の
運
営

に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
会
長
が
審
議
会
に
諮

つ
て
定
め
る
。

附
　
則

こ
の
政
令
は
、
内
閣
法
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律

（平
成
十

一
年
法
律
第
八
十
人

号
）
の
施
行
の
日

（平
成
十
三
年

一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。



厚
生
科
学
審
議
会
運
営
規
程

（平
成
十
三
年

一
月

一
九
日
　
厚
生
科
学
審
議
会
決
定
）

一
部
改
正
　
平
成
十
九
年

一
月
二
四
日

厚
生
科
学
審
議
会
令

（平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
八
十
三
号
）
第
十
条
の
規
定

に
基
づ
き
、
こ
の
規
程
を
制
定
す
る
。

（会
議
）

第

一
条
　
厚
生
科
学
審
議
会

（以
下

「審
議
会
」
と
い
う
。
）
は
、
会
長
が
招
集

す
る
。

２
　
会
長
は
、
審
議
会
を
招
集
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
期
日
、

場
所
及
び
議
題
を
委
員
並
び
に
議
事
に
関
係
の
あ
る
臨
時
委
員
及
び
専
門
委
員

に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

３
　
会
長
は
、
議
長
と
し
て
審
議
会
の
議
事
を
整
理
す
る
。

（審
議
会
の
部
会
の
設
置
）

第
二
条
　
〈
ム
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
審
議
会
に
諮

つ
て
部
会

（分
科
会
に
置
か
れ
る
部
会
を
除
く
。
以
下
本
条
か
ら
第
四
条
ま
で
に
お
い
て

同
じ
。
）
を
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
会
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
二
以
上
の
部
会
を
合
同
し
て
調

査
審
議
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（諮
問
の
付
議
）

第
二
条
　
△
バ
長
は
、
厚
生
労
働
大
臣
の
諮
問
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
諮
問
を
分

科
会
又
は
部
会
に
付
議
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（分
科
会
及
び
部
会
の
議
決
）

第
四
条
　
分
科
会
及
び
部
会
の
議
決
は
、
会
長
の
同
意
を
得
て
、
審
議
会
の
議
決

と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（会
議
の
公
開
）

第
五
条
　
審
議
会
の
会
議
は
公
開
と
す
る
。
た
だ
し
、
公
開
す
る
こ
と
に
よ
り
、

個
人
情
報
の
保
護
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
、
知
的
財
産
権
そ

の
他
個
人
若
し
く
は
団
体
の
権
利
利
益
が
不
当
に
侵
害
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る

場
合
又
は
国
の
安
全
が
害
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
は
、
会
長
は
、
会
議
を

非
公
開
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
会
長
は
、
会
議
に
お
け
る
秩
序
の
維
持
の
た
め
、
傍
聴
人
の
退
場
を
命
ず
る

な
ど
必
要
な
措
置
を
と
る
こ
と
が
で
■
る
。

（議
事
録
）

第
六
条
　
審
議
会
に
お
け
る
議
事
は
、
次
の
事
項
を
含
め
、
議
事
録
に
記
載
す
る

も
の
と
す
る
。

一　

会
議

の
日
時
及
び
場
所

二
　
出
席
し
た
委
員
、
臨
時
委
員
及
び
専
門
委
員
の
氏
名

〓
一　
議
事
と
な

っ
た
事
項

２
　
議
事
録
は
、
公
開
と
す
る
。
た
だ
し
、
個
人
情
報

の
保
護
に
支
障
を
及
ぼ
す

お
そ
れ
が
あ
る
場
合
又
は
知
的
財
産
権
そ
の
他
個
人
若
し
く
は
団
体

の
権
利
利

益
が
不
当
に
侵
害
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
は
、
会
長
は
、
議
事
録

の
全

部
又
は

一
部
を
非
公
開
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
議
事
録
の
全
部
又
は

一
部
を
非
公
開
と
す
る
場
合
に
は
、

会
長
は
、
非
公
開
と
し
た
部
分
に

つ
い
て
議
事
要
旨
を
作
成
し
、
こ
れ
を
公
開

す
る
も
の
と
す
る
。

（分
科
会

の
部
会

の
設
置
等
）

第
七
条
　
分
科
会
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
分
科
会
に
諮

つ
て
部

会
を
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
分
科
会
長
は
、
第
二
条

の
規
定
に
よ
る
付
議
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
付
議

事
項
を
前
項
の
部
会
に
付
議
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
第

一
項

の
部
会

の
議
決
は
、
分
科
会
長
の
同
意
を
得
て
、
分
科
会
の
議
決
と

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
　
分
科
会
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
二
以
上

の
部
会
を
合
同
じ



て
調
査
審
議
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（委
員
会

の
設
置
）

第
人
条
　
部
会
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
部
会
に
諮

っ
て
委
員
会

を
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（準
用
規
定
）

第
九
条
　
第

一
条
、
第
五
条
及
び
第
六
条

の
規
定
は
、
分
科
会
及
び
部
会
に
準
用

す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第

一
条
、
第
五
条
及
び
第
六
条
中

「会
長
」
と

あ
る
の
は
、
分
科
会
に
あ

つ
て
は

「分
科
会
長
」
、
部
会
に
あ

つ
て
は

「部
会

長
」
と
、
第

一
条
中

「委
員
」
と
あ
る
の
は
、
分
科
会
に
あ

つ
て
は

「当
該
分

科
会
に
属
す
る
委
員
」
、
部
会
に
あ

つ
て
は

「
当
該
部
会
に
属
す
る
委
員
」
と

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（雑
則
）

第
十
条
　
こ
の
規
程
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
審
議
会
、
分
科
会
又
は
部
会
の
運

営
に
必
要
な
事
項
は
、
そ
れ
ぞ
れ
会
長
、
分
科
会
長
又
は
部
会
長
が
定
め
る
。


